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はじめに―課題と研究史―

本稿は，近代における広島県尾道の資産家橋本家を取り上げて，その経営的特徴を分析し，名

望家的地方資産家論に新たな知見を加えることを目的とする１。

近年，地方資産家研究がさかんになっているが，瀬戸内地域のそれは，地主を対象としたもの

以外にはまだあまり行われていない。近代の瀬戸内地域は，軍工廠など重工業部門の拠点になっ

た都市もあったが，全体として，突出した産業発展や人口集中がみられた地域とはいえないし，

他方で農業を含めて後進地域だったともいえない。ゆるやかな成長が続いた，大雑把にいって日

本における平均的な経済発展がみられた地域だったように思われる。それがこれまで研究者にあ

まり注目されてこなかった理由かもしれないが，そこでの，ごくありふれたようにみえる地方資

産家の経済活動を分析することによって，何がいえるか。どこでもみられそうであるが，あまり

注目されてこなかった論点はないか。それを追求することが本稿の課題である。

ところで，近年谷本雅之によって提起され，さかんに議論されている名望家的地方資産家論で

は，たんなる利潤動機からではなく地域経済発展のためにいかに投資したかが，名望家的地方資

１ 本稿は，日本学術振興会科研費，基盤研究（Ｃ）課題番号１６Ｋ０３７９６「近世～近代における尾道・橋本家の
研究―瀬戸内有力資産家と地域経済―」の研究成果の一部である。
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産家のメルクマールとしてされている２。本稿では，名望家的地方資産家をもう少し広く理解し

て議論する。そもそも名望家とは，名望（名声と人望）の高い人のことである。また資産家は，

一般に貧民救済や寄付など何らかの社会的貢献ないし自己犠牲，すなわちノブレス・オブリー

ジュ的行動が社会から求められ，かつ相応の行動を示すことが多かったから，通常は名望家で

あったし，現在でも同様である。その点で谷本のいう名望家的地方資産家は，なんらかの投
�

資
�

を

基準とし，しかも企業勃興期についてという，かなり限定した使用法を採用している。これに対

して，本稿の対象である橋本家は，地方資産家であり，かつ後述のようにたとえば天保期に大規

模な貧民救済事業を行った，一般的な意味での伝統的名望家であった。しかし同家は，企業勃興

期という限定を外したとしても，谷本のいう名望家的地方資産家には当てはまりそうにない。一

般的な意味での名望家ないし名望家的資産家とは，じつに多様なのである。

また，たとえばいつ資産家になったかによっても，それ自身の行動，自意識，さらに社会的評

価・視線まで異なることもよく知られている。先祖代々引き継いできた資産と家柄をもった資産

家から，自ら一代で成り上がった資産家まで，時代を問わず，かつたいていの社会で存在する。

たとえばアメリカ社会では，前者をオールド・マネー，後者をニュー・マネー，ニュー・リッチ

と称し，行動パターンなども異なることが指摘されているし３，日本社会でもとくに第一次大戦

の好況期から「成金」という語に伝統的資産家とは異なった独特のニュアンスが込められるよう

になった。むろんオールド・マネーの方が名望家にふさわしいのであり，いいかえれば時間も名

望に関する無形の資産となるのである。さらに，銀行家や地主は名望家とされる場合が多い。こ

の場合は，一つには信頼性や安定性が無形の資産になっているかもしれない。本稿の分析対象で

ある近代の橋本家は，いわば地方のオールド・マネーであり，また銀行家かつ地主であった。そ

うした地方資産家は近代日本において全国的に広くみられた。本稿は，そうした一見ありふれた

ようにみえる事例の分析である。

まず，尾道と橋本家の概要について述べよう。前近代から海運・陸運による物流の結節点とし

て繁栄した商業都市尾道は，近代に入ると，県庁所在地を広島ではなく尾道に置く案もあったほ

どであり，１８９１年に山陽鉄道が開通してからも，備後地方最大の都市として発展し，１８９８年４

月には広島に次いで県下で２番目に市制を施行した。本稿とは直接関係は薄いが，それを象徴す

るものが住友の尾道への早期の進出である。住友家は愛媛県別子銅山開発のため，大阪からの経

由地として，１８９２年に住友尾道支店を設置し，９５年にそこで開かれた住友家の重役会議（尾道

会議）が銀行業への進出を決定し，同年に住友銀行が開業されると，住友尾道支店は同行尾道支

店となった。これは住友銀行において同年の神戸支店に次ぐ２番目の支店開業であった４。

２ 谷本「日本における“地域工業化”と投資行動―企業勃興期：地方資産家の行動をめぐって」（『社会経済
史学』６４巻１号，１９９８年，所収）など。

３ たとえば，Nelson W. Aldrich, Jr., “Old Money : The Mythology of America’s Upper Class”, 1988（酒井常
子訳『アメリカ上流階級はこうして作られる』朝日新聞社，１９９５年）
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これより先の１８７８年に，県下で最初の国立銀行である第六十六国立銀行が尾道で創立され，

これがこんにちの広島銀行の起源となった。同行は１８９７年に普通銀行に転換して第六十六銀行

となり，さらに１９２０年に他の県内６行と合併して芸備銀行が発足し，本店を広島市においた。

芸備銀行は，１９２９年当時，全国第１９位の預金高を誇る有力銀行であり，１８位まではほぼ全部都

市銀行であり，地方銀行としては最大の預金高を示していた（表１）５。そして１９５０年に広島銀

行と改称して現在にいたっている。この第六十六国立銀行の創立時における筆頭株主であり，初

代頭取に就任したのが，橋本家の当主吉兵衛（１８２６―１９０２，のち静娯に改名，同家当主は遅くと

も１８世紀後半頃以降代々吉兵衛と称したため，本稿では以後，主に静娯と表記する）であった。

４ 『住友銀行三十年史』（１９２６年）６～１３頁。
５ 広島銀行『創業百年史』（１９７９年）２９０頁に，同じ１９２９年６月末現在の全国銀行預金高番付の写真版が掲
載されているが，なぜか表１と若干異なり，また『創業百年史』掲載番付の出所とされる『実業之日本』
１９３１年１月号には，この番付は掲載されていない。なお以下の橋本家当主の銀行役員履歴は，『創業百年
史』を参照。

表１ 全国銀行預金高順位（１９２９年６月末）

順位 銀行名 預金額
（千円） 本店所在地

１ 安田銀行 ７０３，８１１
２ 住友銀行 ６５１，３６８
３ 三井銀行 ６４４，４２１
４ 第一銀行 ６０８，０２６
５ 三菱銀行 ５６２，２５２
６ 三十四銀行 ４０１，５６５
７ 山口銀行 ３７８，３２９ 大阪市
８ 不動貯金銀行 ３６３，５２３
９ 川崎第百銀行 ３３２，１００
１０ 愛知銀行 １８０，２７６
１１ 大阪貯蓄銀行 １７７，０９５
１２ 野村銀行 １７４，７３７
１３ 鴻池銀行 １６６，４４９
１４ 十五銀行 １５４，２６０
１５ 安田貯蓄銀行 １３９，９９０
１６ 川崎貯蓄銀行 １３９，５３４
１７ 名古屋銀行 １３１，１３３
１８ 明治銀行 １１１，１０８
１９ 芸備銀行 ９１，４５０ 広島市

２０ 昭和銀行 ８０，８９８
２１ 日本昼夜銀行 ７９，６５０
２２ 三十八銀行 ５９，６７７ 姫路市
２３ 村瀬銀行 ５６，００４ 名古屋市
２４ 十二銀行 ５４，０５８ 富山市
２５ 七十七銀行 ５１，９３９ 仙台市

（出所）「全国銀行預金高番附」（『実業之日本』３２
巻１８号，１９２９年９月１５日，所収）１３頁．

注：特殊銀行・債券発行銀行は除く．三菱銀
行は１９２８年末の預金額．
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同家の当主はその後，次代吉兵衛（１８６２―１９２４，号は海鶴，本稿では以後，主に海鶴と表記する）
りょういち

が，第六十六銀行・芸備銀行の頭取を１９０１～１９２４年の間務め，さらに次の当主 龍一（１８９３―

１９６８）が，芸備銀行・広島銀行の頭取を１９３３～６８年の長きにわたって務めた。このように，近

代の橋本家当主は基本的に銀行家として生きた。ただし後述のように，それは必ずしも当初から

意図したことではなかったようである。

次に，従来の橋本家に関する研究について述べておこう。利用可能な同家文書は，現在，広島

県立文書館に収蔵されている６。橋本家文書を使用した研究は，古くは青木茂『新修尾道市史』

全６巻（１９７１～７７年）の中で，主に近世期の叙述に利用されているが，その後，同家文書の整

理と目録作成を中心的に担った西向宏介の「近世後期尾道商人の経営と地域経済―橋本家の分析

をもとに―」７をはじめとする一連の研究によって，主に近世期における商業経営の分析が積み

重ねられてきた８。明治期については，『海鶴堂日記』を主たる素材として明治期の吉兵衛（海

鶴）の活動を分析した，やはり西向による「明治期尾道豪商の人脈形成と企業家・名望家活動―

橋本吉兵衛『海鶴堂日記』の研究―」があり９，同家が経営に関わった１９００年前後の食塩商会に

ついては落合功による分析がある１０。

橋本家は，もともと紀州橋本の出であり，１７世紀前半に浅野家が紀州から広島に移住する際

に随伴してきたという伝承があるが１１，一次史料に基づいた上記の先行研究によると，１７世紀前

半に灰屋として史料に現れており，その後，次郎右衛門家（本家，灰屋ないし東灰屋）と吉兵衛
かどはいや

家（角灰屋）に分かれ，さらに本家から甚七家（西灰屋）が分かれた。１８世紀前半の享保期頃

には西灰屋の経済力が強く，一族全体の中心的存在だったが，その後西灰屋は衰えて家系も途絶

えたようであり，代わって興隆した角灰屋から送り込んだ支配人によって西灰屋の質店などが経

営されたとされる。角灰屋は，１９世紀前半の文化文政期以降，金融業とともにそれによって集

積した尾道の宅地と町屋，周辺地域の塩田と耕地を基礎とした貸家地主経営と塩田直営によって

大きく発展した。当然ながら，当主吉兵衛は近世期から尾道町年寄を務めるなど，名望家的資産

家であった。本稿の分析対象は，近世後期以降，この一族の中で，さらに尾道において，突出し

て大きな資産を有した角灰屋橋本吉兵衛家の近代である１２。ただし，同家の「内政改革」が実施

６ 広島県立文書館『備後国御調郡尾道町橋本家文書目録』（広島県立文書館収蔵文書目録第７・８集［改訂
版］，２０１０年，以下，『橋本家文書目録』と略す）を参照。また同文書館収蔵の青木茂氏旧蔵文書にも若干
含まれている。

７ 地方史研究協議会編『海と風土』（雄山閣，２００２年）所収。
８ 西向「商家文書における経営帳簿組織の復元と目録編成―備後尾道橋本家文書を事例として―」（『広島県
立文書館紀要』４号，１９９７年），「近世近代における尾道豪商の経営活動と文書」（同，５号，１９９９年）な
ど，『広島県立文書館紀要』に西向の一連の論文がある。とくに後者の「近世近代における尾道豪商の経営
活動と文書」は，本稿にとって重要な先行研究である。

９ 頼祺一先生退官記念論集刊行会編『近世近代の地域社会と文化』（清文堂，２００４年）所収。
１０ 落合『近代塩業と商品流通』（日本経済評論社，２０１２年）第３章。
１１ 中国新聞社編『巨人新人』（中国新聞社，１９２８年）所収の「備後有数の素封家 橋本龍一氏」４８７頁。
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された１８９９年以降に比して，それ以前については経営全体が判明するような史料が乏しく，本

稿は主に１９００年前後以降，昭和初期頃までを対象とする。その意味で，本稿は中間報告であり，

今後さらに明治前期などの分析を加えて正していきたい。

１．近代における橋本家と資産の推移

（１）近代初頭の灰屋各家

同家文書の帳簿類などを分析するに際して，一族各家の関係を明確にすることがきわめて重要

である。しかし，従来，幕末期以降近代の同家家系図が橋本家文書のなかに残されておらず，研

究者もそれを作成してこなかったため，各家の関係が不明確であった。そこで今回，西向宏介が

「橋本氏先祖記」や慈観寺の同家墓碑調査などによって可能な限り詳細な系図を作成し，それに

１２ 『広島県郡市多額納税者調査書』（１９１１年）など近代の各種資産家名簿によると，橋本吉兵衛は尾道では
常に突出した１位の資産規模を誇っており，広島県内でもトップクラスに入る（渋谷隆一編『都道府県別
資産家地主総覧』広島編，日本図書センター，１９９８年）。

（出所）西向宏介作成の橋本家系図（２０１８年２月）．
注：原史料は，「橋本氏先祖記」「家系図」（尾道市寄託），慈観寺墓碑など．

本稿に関係がある部分のみ表示した．

図
１

橋
本
家
系
図
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基づいて本稿に関係する近代の部分を簡略化して示したものが，図１である。

まず静娯には，早世した子を除いて男子４人と女子４が生まれたが，男子３人と女子１人は夭

折し，四男の海鶴が家督を相続した１３。そして，本来の本家たる東灰屋（明治期は通常「灰屋」

の屋号を使用していたが，以下紛れがないように東灰屋ないし東橋本家などと記す。「東橋本」

とは当時の呼称である）は，明治初期頃，直系継承者がなく，世羅郡甲山の小川家から長三を養

子に迎えて継がせ，静娯の長女ツナが長三に嫁いだ１４。したがって東灰屋も実質は角灰屋の血統

の家になった。しかし，明治前期の東灰屋の経営は多難だったようである。先代三郎助が１８７４
（資性）

年に没した後，当主長三は「性資虚弱多病にして家業を怠り，其の間種々の厄難に遭遇し，流石

の名家も憐れ将に風前の灯火たらんとする」状態だったとされる。しかし番頭岩井徳助の奮闘に

より１８８０年頃ようやく家業も上昇に向かったという１５。

この頃，角灰屋吉兵衛家では，１８７７年に静娯の三女タキに愛媛県西条の木村家から吉次郎を

婿養子として迎え，分家を創設した１６。これが中橋本家（「中橋本」は当時の呼称）であり，そ

の経営体が東店である。しかし橋本家文書の中には，文化文政期の「中
�

灰
�

屋
�

」の史料も含まれて

いる。さらに吉次郎が婿養子として入籍する直前の，１８７４～７６年における東店の酒造業関係帳

簿も存在しているから，この頃，角灰屋のもとで東店の事業が行われていたはずである。おそら

く吉次郎を入籍させる前に，東店の経営を試験的に吉次郎に行わせていたのであろう。いずれに

せよ，中橋本家創設の目的はおそらく実質的な「中灰屋」の絶家再興と思われる。そして東店・

中橋本家は，同じ娘が嫁した東灰屋よりも角灰屋吉兵衛家との密接な関係の下で運営されたよう

である。

一方，西灰屋は，前述のように近世後期においては幕末まで継承者がおらず，吉次郎入籍直前

の中灰屋・東店と同様に，角灰屋の傘下で，派遣された支配人が質業を運営していた。しかし，

幕末明治初年頃，その支配人による質業が莫大な欠損を出したため，角灰屋が融資を行ったうえ

に，１８６９年にその質業を角灰屋に吸収した１７。しかし一方でそれより以前の嘉永期頃に，西灰屋

（西橋本家）は静娯の実弟恒次郎（または常次郎）が当主となって継承し，酢醤油醸造販売業を

開始した１８。したがって恒次郎の西灰屋継承も中灰屋と同様の絶家再興のはずである１９。しかし

１３ 前掲『創業百年史』１４４頁などには海鶴を静娯の長男と記しているが，正確でない。また慈観寺の墓碑
には，第三（男）子（兄２人は「早夭」）とある。これは生まれて間もなく，名がつけられる前に亡くなっ
た次男を除いたものであろう。長女ツナ（綱）と三女タキ（滝・多喜）の間の次女イク（幾・伊久）も夭
折した。他に海鶴の妹タツ（達）がいた。

１４ 長三（１８５０［嘉永３］年生）とツナ（１８５５［安政２］年生）夫妻の長男太吉は１８７２年に生まれているか
ら（図１の出所），１８７１年頃婚姻成立とみられる。

１５ 以下，吉田松太郎『尾道案内』（中国実業遊覧案内社，１９１５年刊）５５，６１頁，橋本竹斎（長三）および
岩井徳助の項。引用は，岩井の項。

１６ 「若旦那様送籍書之写并ニ入籍届許容之書類弐通」（橋本家文書）。
１７ 前掲『橋本家文書目録』解説を参照。
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恒次郎は慶応元年頃発病して１８７１年に没し，家督を継承した長子房之助は「天資商業を好まざ

る」うえに１８８４年に３２歳で早世した２０。このように房之助は早世したところをみると，性格的

に商業に向かないというだけではなく，病弱でもあったと思われる。そこですでに１８７８年に井

上家から房之助の養子として入家していた陽三郎が継承したのである。

以上のように幕末維新期に，東灰屋（東橋本）も，西灰屋（西橋本）も，中橋本家も，すべて

角灰屋橋本竹下ないし静娯の血統の家になったのである。西灰屋再興は嘉永期頃であったから，

それは角灰屋当主竹下の時代である。しかしこれら各家の継承・再興は，竹下や静娯の支配欲に

よる結果とはとうてい考えられない。東灰屋も，西灰屋も，そしておそらく中灰屋も継承者がお

らず，しかも事業が著しく低迷・沈滞ないし途絶していたために，角灰屋による３家の再建・再

興が要請され，静娯らも望んだものと思われる。

以後，東灰屋も西灰屋も，さらに中橋本・東店も，祖業の造酢業などを中心に多彩な事業を展

開していった。東灰屋は，１８８５年に当主長三が病のため隠居して長子太吉が家督を継承した２１。

しかし太吉はまだ満１３歳の在学中であり，前記の番頭岩井に経営が一任された。その後，太吉

は慶応義塾を卒業して家業を継いだものの，１８９７年に尾道電灯社長となり，さらに１９００年には

家業は番頭岩井に任せて，どのような経緯か不明であるが横浜生糸売込問屋原合名会社輸出部支

配人に招聘され，１９０２～０３年に欧米視察に赴き，原合名の発展に貢献したという。その後も太

吉は東京でアルミニウム工業その他の事業を経営する企業家として活躍する一方，１９０８年から

衆議院議員を４期務め，家業は番頭岩井が適切に運営し，このため岩井は１９０４年に広島県知事

から木杯一組を賞与されたのをはじめ，大正期に至っても種々表彰されたとされる。１９１８年に

は東橋本・西橋本を含む尾道の６つの造酢業者が合同して尾道造酢株式会社を橋本太吉の居宅

（久保町）において設立させ，太吉が初代社長になった。しかし尾道を不在にしていたため，造

酢会社の実質的な経営は，前記の番頭岩井徳助の次代と思われる岩井和三が行ったとされてい

る２２。太吉は晩年（１９３３年没）は横浜で実業界に貢献したという２３。
や は ず

西橋本も番頭箭筈利八の「忠勤」が賞賛されていたことが記録されているが２４，当主陽三郎も

１８ 以下，西灰屋については，前掲『尾道案内』５３～５４，５６頁，橋本淇園（房之助）および箭筈利八（西灰
屋の番頭）の項による。『尾道市史』第６巻（１９７７年）３６０頁，橋本淇園の項にも同じ記述がある。

１９ 図１出所資料の恒次郎の箇所には，「同姓甚七君後」とある。甚七は，前述のように西灰屋が本家から分
かれた時の当主名である。

２０ 亀岡佐七郎編『備後の魁』（明善堂，１８８４年）によれば，橋本淇園は「書画篆鑚」とあるから，西灰屋
の酢醤油業は番頭に任せ，自らは書画・彫刻を生業としていたようである。

２１ 以下，東灰屋や太吉の活動については，前掲『尾道案内』６０～６２頁，橋本太吉および岩井徳助の項によ
る。

２２ 近年までの尾道造酢会社については，下野由貴「尾道酢の経営学―老舗企業の番頭経営―」（尾道大学経
済情報学部『経済情報論集』９巻１号，２００９年，所収）。そこでは，同社の長期事業継続において番頭の役
割が重要だった点が強調されている。

２３ 『尾道市史』第６巻，３６６頁にも，太吉の略伝がある。
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経営手腕があり，１９０８年以降尾道貯蓄銀行の取締役として業績をあげ，その手腕を買われて

１９１４年に第六十六銀行取締役に招聘されたという２５。

さらに，中橋本・東店も１８９０年代には酢醸造を経営していた２６。しかし吉次郎が１９０９年に没

すると，長男の次代吉次郎は肥料商に転じ，昭和初期頃，「機敏なる商略と資力信用」により，

「関西有数の肥料商として，中国四国，九州方面に活躍」などと商圏を拡大して発展した点が記

録されている２７。東店は苧麻も扱っており，東店荒苧方と角灰屋吉兵衛家とは明治後期を通じて

貸借関係があった２８。

そして『尾道案内』（１９１５年）の掲載広告などによれば，橋本太吉商店は久保町，吉次郎商店

は土堂町外浜（中浜通南の海岸通），陽三郎商店は土堂町西浜（中浜通の西側）にあり，東橋

本・中橋本・西橋本の呼称は地理的位置とも対応していた２９。

このようにそれぞれに発展する東灰屋と西灰屋，さらに東店の一応の立て直し・再興を明治初

期頃に図った角灰屋当主吉兵衛は，後述のように１８８０年９月には隠居することとして，嗣子海

鶴に吉兵衛名を譲渡し，自らは静かに娯しむべく，静娯と改名したのである。竹下や静娯の経済

活動について一般に知られているのは，主に後述のような社会貢献面であるが，幕末維新期に彼

らが最も苦慮したのは，じつは灰屋一族各家の再建・再興だったかもしれない。ただし静娯は隠

居前にもう一つ大きな事業を担っていた。１８７８年創立，翌年開業の尾道第六十六国立銀行がそ

れである。

（２）第六十六国立銀行の創立

この銀行の設立事情については，第１回『実際考課状』に，「抑々銀行創立ノ発端ハ 明治１０

年１０月ニ起リ有志ノ輩数回ノ集会ヲナシ」とのみあって３０，それ以上は不明である。しかし

「有志ノ輩」の中に，創立時の上位株主であり（表２），かつ取締役に就任した橋本吉兵衛（静
しまずい

娯）や，天野嘉四郎，島居儀右衛門らがいたことはたしかであろう。天野家・島居家ともに，橋

本家と同様に，尾道における近世期以来の伝統的有力商人であり，天野家は金融業を営み，島居

家は薬種業や酒造業を営んでいた３１。尾道の有力商人たちが，同地の多くの商人層に営業資金を

融資する機関を設置して，商取引を円滑ならしめる活動を行っていたのは，じつは近世以来の伝

２４ 前掲『尾道案内』５６頁，箭筈利八の項。
２５ 前掲，広島銀行『創業百年史』１８８頁。
２６ 『日本全国商工人名録』第２版（１８９８年刊）による。
２７ 『尾道大鑑』（同編輯所，１９３３年）１６４頁。
２８ 吉兵衛家『金銀受払帳』による。港湾都市尾道では，帆布および漁網用の麻糸が第二次大戦後まで需要
されていた。

２９ 久保町の橋本太吉宅に設立された尾道造酢会社はその地に現存し，株式会社橋本吉次郎商店も肥料商と
して戦前以来の所在地外浜に現存。

３０ 広島銀行『創業百年史』６５頁。
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統であった。すでに明らかにされているように３２，尾道では，１７６６（明和３）年に広島藩によっ

て「問屋役場」が，１７８０（安永９）年には「問屋座会所」が設置され，これらはいずれも商人へ

の融通を業務とし，尾道の有力商人によって運営された。そして橋本家は，幕末弘化期以降，問

屋座会所を改称した問屋座御場所・問屋座御役所に多額の融資を行っていた。さらに明治に入っ

ても，１８７３年に「諸品商社」なる問屋・仲買商に対して商品担保によって融資を行う金融機関

が設立されており，これも，もともと天保期に広島藩と尾道商人の出資により商人への融通を業

務とする「諸品会所」として発足し，尾道における諸商人の金融機関として機能していたが，廃

藩置県後も商人らによって運営が継続されたという３３。そして諸品商社も橋本吉兵衛・天野嘉四

郎・島居儀右衛門など第六十六国立銀行の上位出資者・役員と大きく重なる商人らが出資・運営

していたのである。このように，少なくとも１８世紀後半以来，尾道の有力商人は，広島藩に促

されつつ共同組織によって諸商人への融通業務を行う伝統があったのであり，幕末維新期にはそ

の担い手たる有力商人はすでに橋本・天野・島居らであった。１８７６年の国立銀行条例改正によ

り，全国各地で国立銀行の設立が促進される中で，おそらく広島県庁から国立銀行設立の内々の

説諭もあったものと思われ３４，そうであれば，橋本・天野・島居らを中心とした第六十六国立銀

３１ これらについて，簡単には，広島銀行『創業百年史』６６～６７頁。同行創立当初の取締役らは，いずれも
「それぞれの地域における有力商人であったが，ことに橋本，天野，島居の３家は江戸時代から代々尾道に
おいて指導的地位を維持してきていた」と記している。

３２ 以下の問屋座や諸品会所などについては，『尾道市史』第５巻（１９７６年）第６編第２章，同第３章。比
較的最近の論文として，中山富広「幕末・維新期における『経済的集中』と地域商業資本」（広島史学研究
会『史学研究』１８７・１８８合併号，１９９０年，同『近世の経済発展と地方社会―芸備地方の都市と農村―』清
文堂，２００５年，第４章第３節に加筆修正のうえ収録）。

表２ 第六十六国立銀行創立時の上位株主

株 主 名 住 所 株数 出資額（円） 備 考

橋本吉兵衛 御調郡尾道町 ８０ ４，０００ 頭取
山路右衛門七 沼隈郡藤江村（現，福山市） 〃 〃 取締役，地主・製塩業など
天野嘉四郎 御調郡尾道町 〃 〃 〃 ，金融業
島居儀右衛門 〃 ６０ ３，０００ 〃 ，薬種商・酒造業
安原料平 芦田郡府中市村（現，府中市） 〃 〃 〃 ，絞油・繰綿など
児玉恒太郎 御調郡尾道町 〃 〃 肥料商・米穀問屋
山県太七郎 広島区（現，広島市） ５０ ２，５００
浅野守夫 〃 ４７ ２，３５０
深野直敏 〃 ４１ ２，０５０
橋本清松 御調郡尾道町 ３０ １，５００
天野仙次郎 〃 〃 〃
島居半三郎 〃 ２４ １，２００ 島居儀右衛門の長男
児玉徳之助 〃 〃 〃
一色 久 深津郡西町（現，福山市） ２１ １，０５０
細井蘇誠 〃内町（ 〃 ） 〃 〃

（株主数）５３６人 ３，６００ １８０，０００

（出所）広島銀行『創業百年史』６７～６８頁，表Ⅰ―９など．
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行の設立は，そうした近世期以来の伝統からみると「お上」が広島藩から広島県に代わっただけ

であり，必然的だったといえる。西向前掲論文では３５，橋本家は明治２０年代に，金融業・商業

など「それまでの純粋に商業利潤を追求する経営とは異なり」，広島桟橋株式会社への投資と経

営など，公益的事業に進出していったとされるが，静娯あるいは先代の竹下にとっては，第六十

六国立銀行の設立やそれ以前の諸品会社の設立も公益的な事業と認識していたはずである。当然

ながら，同行も他の国立銀行と同様に，地域経済に重要な金融機関であるとともに官金取扱を命

じられており３６，それはむろん利潤抽出の手段にもなるが，同行は「社会の公器」だったともい

える。そもそも，所有資産額という点では尾道で橋本家が突出していたことにまちがいないにも

かかわらず，あえて他の有力資産家と同数株の出資に止めていたのは，天野・島居ら他の有力資

産家との共同出資，共同運営をめざしたためであると考えられ，自家単独による経営支配はまっ

たく考えていなかったはずである。

そして静娯は，頭取に就任して３年後の１８８１年辞任し，同行頭取は天野嘉四郎に引き継がれ

（１９０１年の死去まで），海鶴が代わって取締役に就任した。広島銀行『創業百年史』によれば，

吉兵衛の静娯への改名が１８８０年９月，同行株主総会における頭取辞任は翌８１年１月であるか

ら３７，改名時に吉兵衛が隠居の手続きと頭取辞任の申し出を行い，海鶴が家督相続したはずであ

る３８。この時，静娯は満５４歳，海鶴は満１８歳であった。静娯は病気などにより頭取の職を全う

３３ 天保期の諸品会所以来の歴史については，『尾道市史』第５巻のほか，広島銀行『創業百年史』７１５～７１８
頁にも記述があるが，いずれもやや疑問の箇所がある。『尾道市史』第５巻，１３７頁には，「会社法が発布
されてからは，これを合資会社とし，さらに明治二一年六月任意解散して，改めて増資の上，株式会社組
織に改め，為替以外に倉庫業を始めた」とある。合資会社が解散したのは，「明治二一年六月」ではなく，
『創業百年史』７１６頁にあるように，１８９８（明治３１）年６月の誤りであろう。さらに『尾道市史』第５巻，
１３６頁には，１８７５年３月に諸品商社が諸品会社に名称変更されたように記されているが，そこで提示され
ている史料にはそれを示すものはなく，１８７７年の資料１０（１４８～１５２頁）でも依然として「諸品商社」で
ある。資料１１（１８８３年）や後述の１８８２年１０月～８３年１月の「月報告」には，「諸品会社」とあるから，
諸品商社から諸品会社への名称変更は１８７７～１８８２年の間のはずである。他方，『創業百年史』７１５頁には，
１８７５（明治８）年に尾道諸品合資会社が設立されたとあり，この説が他の論文などに拡散しているが，商
法施行以前の１８７５年に合資会社組織で設立されるはずはない。諸品会社が合資会社組織になったのは，
１８９３年７月に商法の会社法などの部分が施行されたあとのはずである。青木茂氏旧蔵文書の中に，「尾道
諸品合資会社社長選挙当選通報」（明治２５年１２月２９日，同社→天野嘉四郎宛）があり，これは翌年の商
法部分施行を見越した準備だったのであろう。ちなみに同社は，現在も倉庫・運送業務を中心とした尾道
諸品倉庫株式会社として事業が継承されている。

３４ 『創業百年史』６５頁によると，株式募集に応じるよう広島県令が告諭を出しており，県が設立を促進し
ていた。

３５ 前掲，西向「明治期尾道豪商の人脈形成と企業家・名望家活動」５３６～５３７頁。
３６ 同行の官金取扱は，『創業百年史』７２～７３頁。なお，第六十六国立銀行の貸出先はやはり商人が多く，
地域経済の発展とともに商人向け貸出が増えたようである（『創業百年史』８８頁）。

３７ 同書，７７頁。
３８ 橋本家文書にある主要帳簿をみると，この時期も一貫して吉兵衛の名で作成されているから，１８８０年９
月の改名時に，初代は隠居したと推定できる。
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できなくなったわけではない。１８８２年から記載のある『海鶴堂日記』によれば，静娯が病床に

伏した気配はまったくなく，８２年の記事にも天野嘉四郎主催の「茗讌」（煎茶会）に海鶴を連れ

て出席しているし（３月１７日），その後も四国高松や岡山などにも旅するなどして，１９０２年まで

生きた。要するに，頭取という地位にこだわらず，それは他家に譲り，自らは「公職を辞して後

は門を閉ざして独りを守」り３９，「唯だ風月を友とする」文人的な生活を好んだのである４０。おそ

らく前述のように，西灰屋の経営を立て直し，橋本各家の継承者を確定させ，なおかつ地域経済

に必要な新たな銀行を創設させて，それぞれの発展の道を拓き，自分の役割は果たしたと認識し

たのであろう。

じつは，もともとこの一族は企業家というよりも文人的気質の強い人々が多かった。リスクを

かけて事業を起こし自らの経済的利益を追求するという企業家的性格が必ずしも強くないという
ち っ か

点は，少なくとも文化文政期以降幕末に活躍した，静娯の先代橋本竹下（１７９０―１８６２）からそう
かんちゃざん

であった。竹下は，儒学者菅茶山に学び，頼山陽と親交があったことで知られ，のちに静娯と海

鶴によって編まれた『竹下詩鈔』（１８８４年刊）など多くの漢詩を残している。そして事業面でも

自らの利益追求というよりも公共面・社会面に配慮した事業展開が特徴的なのである。すなわち

天保飢饉期に尾道近辺の窮民を救う策として，施米などではなくいわば私的な公共事業を繰り返

した４１。まず自家の旦那寺である慈観寺の本堂新築工事を起こして窮民に仕事を与え，次いで三

原（糸崎）沖に大規模な塩田造成と自家新築工事を行った。三原沖の造成塩田は天保新開と呼ば

れ，以後橋本家の事業・不動産経営の１つの柱になるが，もともとはこのような窮民対策だった

といわれている４２。

文人的という点では，海鶴も同様であった。海鶴は，伊予出身で備後三原や尾道において活躍

した儒学者宇都宮龍山に師事して漢詩文に親しみ，残されている彼の数十年にわたる『海鶴堂日

記』は全巻漢文体で書かれている４３。ただし，海鶴は文人でありつつ同時に，自家経営や銀行経

営に対してかなり直接的かつ日常的に関与しており（後述），経営は番頭の比重が大きかったと

いわれる静娯・竹下の代を含む近世後期に比して４４，次第に当主自身が事業経営に乗り出すよう

になってきている４５。

この直系３代のみならず，西灰屋恒次郎の長男房之助についても，前記のように商業が性に合

３９ 『尾道市史』第６巻，３６２頁，橋本静娯の項。
４０ 前掲『尾道案内』５５頁，橋本静娯の項。
４１ 以下，前掲『巨人新人』４８８頁。
４２ なぜ三原沖の新開かといえば，竹下が三原の有力商家川口家の出身（橋本家へ養子入）だったことと関
係があろう。

４３ 『海鶴堂日記』は，おのみち歴史博物館所蔵（尾道市役所文化振興課所管）。そこには，中国風ないし古
風な用語が散りばめられており，たとえば，第六十六（国立）銀行をしばしば「銭荘」，菩提寺たる慈観寺
を「慈観精舎」などと記している。

４４ 西向宏介氏の御教示による。
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わず，「漢籍を日高南洋に学び，詞章に長じ，書画を善くし，常に宗懐素の書を学び，其精髄を

自得し，また彫刻に巧みなり」と４６，高尚な趣味を道楽として生きた。

もっともそうした文人的・趣味人的気風はじつは橋本家に限ったことではなく，幕末頃の尾道

で菅茶人や頼山陽などに教えを受け交流のあった名士は多数おり４７，天野家・島居家など当時の

尾道の資産家に共通する点だったのであり，伝統的有力商人・資産家に必要な嗜みだったといえ

る。『海鶴堂日記』によると，天野や島居などの有力資産家らと日常的に詩文会・煎茶会を開き，

何かと行動を共にしていたことがわかる。要するに，尾道のオールド・マネー（「町の旦那衆」）

によるこうした文化的サークルがあり，第六十六国立銀行や他の地元経済に密接に関わる投資や

運営等の経済行動も，このオールド・マネーのサークルによる交流・結合が基盤となっており，

それぞれの家業経営や個人資産に関わる投資は別として，彼らによる共同投資・共同運営という

形でなされたのである。「旦那衆」がそうした役割を果たすことは，地域社会の彼らに対する潜

在的な期待でもあったであろう。そうだとすれば，第六十六国立銀行や尾道諸品会社などへの，

地域社会からの期待を受けての投資は，もともと個人的な，純粋に利殖目的の投資や経営ではな

かったわけである。こうした点はその後も持続し，同行が１８９７年に第六十六銀行として普通銀

行に転換した時にも，上位株主の株数はほぼ横並びであったことに変わりはなく，筆頭株主は橋

４５ ただし海鶴の代にも，１９００年に退職する番頭天野又兵衛の役割は大きかった。さらに次の代になると，
当主龍一が芸備銀行頭取を務めながら銀行本店とは離れた尾道の自家経営の主要帳簿を自ら記帳するよう
になるなど（後述），当主は精力的な実業家という印象が強くなる。

４６ 前掲『尾道案内』５３～５４頁，橋本淇園の項。日高南洋は漢学者であり，日向出身，嘉永年間に尾道に来
て，明治初年頃「明誠館」を開いて教育したという（同書，５４頁）。懐素は中国・唐代の書家。

４７ 前掲『尾道案内』４８頁以下の「伝記表彰」，『尾道市史』第６巻，第１３編人物を参照。

表３ 第六十六銀行の上位株主（1897 年末）

株 主 名 住 所 株数 備 考

天野嘉四郎 御調郡尾道町 １，０５４ 頭取
橋本吉兵衛 〃 ９１５ 取締役
藤井与一右衛門 深津郡福山町 ８５０ 〃 ，地主・酒造業
島居儀右衛門 御調郡尾道町 ８３０ 〃
安原料平 芦田郡府中町 ７７２ 〃
河村太吉 ３６５
森本粂助 ３３５
斜森保兵衛 深津郡福山町 ３００ 監査役，酒造業
尼子忠蔵 広島市 ２９１ 取締役，醤油醸造業
柏原貞助 御調郡尾道町 ２７８ 肥料商
福原陳興 ２５０ 支配人
内海得次郎 御調郡尾道町 〃 紙卸商
大藤忠兵衛 〃 〃 監査役，呉服商
天野元五郎 〃 ２０５
小島範一郎 ２００

（株主数）６１０人 ２０，０００

（出所）広島銀行『創業百年史』１３９～１４０頁，表Ⅰ―６３など．
注：住所は筆者記入．
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本吉兵衛ではなく天野嘉四郎になっていた（表３）。橋本家が筆頭株主の座を頭取天野に譲った

のであろう。橋本・天野・島居ら資産家層の協調体制は明治後期においてもまったく揺らぐこと

はなかった。近代の橋本家当主が，代々こうした形で，地域の銀行家として生きたことは，それ

自体地方名望家だったことを意味し，その点は１９２０年に本店を広島市に置く芸備銀行に移行し

た後も変わらなかったとみられる。その点で，同家はひたすら利潤を追求する企業家とは最初か

ら異なっていたといえる４８。

（３）資産の推移

同家の資産は，いくつもの勘定・会計に分かれており，かつ帳簿類にはストックのデータがあ

まり記されていないため，会計帳簿によっては正確な資産全体がつかみにくい。そこで役所など

に提出した，かなり正確と思われる資産全体について，最初に述べたい。
み つ ぎ

まず表４は，１８９７年に吉兵衛が広島県農工銀行の設立委員に選定され，御調郡長から資産の

有無を差し出すよう命じられて提出したものである。同家は貸金業も行っていたから，同表には

記されていない現金預金や貸金もあったはずであるが，不動産と有価証券についてはほぼ正確と

思われる。ただし隠居していた先代吉兵衛など家族名義の資産がこの他に若干あったし，またこ

の頃出資していたはずの合名会社食塩商会の記載がない。後者については，後述のように同商会

への出資金は「本業部」扱いではなく「奥直轄」だったのかもしれないし，またこの頃同商会は

何度か増資を試みており４９，そうした事情により書上げから漏れた可能性もある。現金貸金につ

いては，翌１８９８年１月の広島税務管理局長宛「営業名及課税標準届」に「金銭貸附業」の「資

本金」６万７８７円，その内訳として「運転資本」５万３千円と記されているから５０，この程度の

現金貸金があったはずである（後掲表１４の１９０１年「貸付金」残高は６万３千円）。

表４によると，有価証券は，「価格」（不動産・有価証券とも取得価格と推定）からみて不動産

４８ 前掲，西向「近世近代における尾道豪商の経営活動と文書」は，橋本家は第六十六銀行への投資に傾斜
していった点を，「橋本家の投資活動は，単なる資産家の活動とは異なり，より一層起業家としての性格を
帯びるものであった」としている（１０３～１０４頁）。橋本は企業家とはいえるが，リスクをかけて成長をめ
ざす一般の企業家とは異なって，少なくとも海鶴の代までは名望家的行動の延長と筆者は考える。西向は
続けて，中央株への投資を増やしていったが，これは瀬戸内の資産家一般に認められる投資活動のパター
ンであるとしている。これも興味深い指摘であるが，この地域では投資先に乏しかったことにもよるであ
ろうし，リスクをあまりかけない姿勢ともいえよう。西向も続けて指摘するように，同家は「内政改革」
後も不動産所有は拡大傾向が続くが，これもリスクをかけて成長せんとする企業家とは異なる投資行動で
ある。ただし単純にリスクをかける気概のない保守的・退嬰的な資産家として片づけられないことは後述
する。

４９ 食塩商会の資本金は，『広島県統計書』によると，１８９６年末の額である明治２９年版は４千円であるが，
同３０年版にはそもそも同商会の記載がなく，３１年版は１万円，３２年版は２万円と徐々に増えており，こ
の頃複数回増資をしている。また１８９８年１月に吉兵衛とともに出資していたはずの藤井与一右衛門が死去
しており，明治３０年版に同商会の記載がない点や同年のデータである表４に記載がない点もこれらと関係
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があるかもしれない。なお前掲，落合『近代塩業と商品流通』１１０～１１２頁では，１９０４年９月に吉兵衛は同
商会を前第六十六銀行頭取・天野嘉四郎の長男半次郎に譲渡したが，その際半次郎から受け取った譲渡金
の領収証を吉兵衛が出していることから，食塩商会の資本金２万円は全額吉兵衛による出資であり，藤井
与一右衛門は「直接金銭の授受にはかかわりのない保証人のような人物であったと考えられる」としてい
るが，これは上記のように先代与一右衛門（広一）が６年前に亡くなり，家督相続した次代与一右衛門
（裕吉）が未成年（１８歳）であったし，かつ福山町在住であったから，吉兵衛が与一右衛門分を含めて金
銭授受を行ったにすぎないと思われる。同商会は１８８９年７月に吉兵衛と先代与一右衛門の共同で設立され
（前掲，西向「明治期尾道豪商の人脈形成と企業家・名望家活動」５４１頁。ただし合名会社化は１８９３年１２
月である。「合名会社食塩商会契約書」明治２６年１２月による。これはいうまでもなく同年の商法部分施行
に伴う措置であろう），落合著に掲載している半次郎による譲受勘定書も吉兵衛と与一右衛門の両名宛であ
るように，設立から譲渡時まで一貫して橋本家と藤井家による共同出資だったはずである（『広島県統計
書』も食塩商会の「組合人員」は一貫して２人となっている）。おそらく当初から出資額は半額ずつであ
り，１９０４年譲渡時の出資額は，吉兵衛・与一右衛門ともに１万円だったと思われる。１８９９年１１月１日付
の食塩商会出資金領収証（同商会→橋本）に出資金１万円とあるのも，藤井の分を含めた増資１万円のは
ずである。実際，［食塩商会譲り渡しにつき取引勘定覚書］（１９０４年９月と推定。「三十七年八月迄払済」
という記載があるし，落合著，１１１頁所収の１９０４年９月の譲受取引勘定書と金額が一致する）には，残余
金は「藤井橋本折半」とある。なお，合名会社食塩商会はその後『日本全国商工人名録』第５版（１９１４年
刊）にも掲載されているが，前掲『尾道案内』には，「合資会社食塩商会」（１９１０年７月設立）となってい
るから，合資会社へ組織再編されたのかもしれない。藤井与一右衛門については，福山誠之館同窓会ホー
ムページ「誠之館人物誌・藤井与一右衛門」（http://wp1.fuchu.jp/~sei-dou/jinmeiroku/fujii-yoichiemon,

２０１８年７月１１日閲覧）。
５０ 表４と同じ資料。「資本金」のうち「運転資本」以外は，固定資本７，７８７円であり，これは営業場である
自宅の地所建物であった。ちなみに金銭貸付業の従業者は営業主の吉兵衛ほか手代６人とされている。

表４ 橋本吉兵衛の資産（１８９７年８月）

資産種類 数量 価格（円） 地価（円）

＜土地・建物＞
田
畑

山林新開雑種地
塩田

郡村 宅地
〃 家屋棟数
郡村 計

１７町２反
３５町１畝
１９町８畝
２４町１反
８反７畝
２１棟

９６町３反３畝

２５，８２７
２４，５０９
１２，０２０
３１，３８４

８７９

９４，６２１

７，０９５
１０，５５１
３３６

１１，３１９

４９１

２９，７９５

尾道市街 宅地
〃 棟数

４町１反６畝
５１５棟 １２４，８６８ １２，９２１

＜有価証券・出資金＞
第六十六銀行
尾道貯蓄銀行
福山紡績会社
帝国商業銀行

日本海上保険会社
尾道米塩肥料取引所

中国紡績会社
軍事公債

尾道電灯会社
尾道諸品合資会社

広島桟橋会社

９０５株
１００〃
１２０〃
２００〃
１００〃
１００〃
２００〃

１００株

１５５株

２３，５３０
１，４００
４，５００
５，０００
１，２５０
５，０００
４，０００
１，３００
５５０
７５０

３，２５０

小 計 ５０，５３０

総 計 ２７０，０１９

（出所）『戸籍営業ニ関スル願届』（明治三十年）．
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の４分の１程度であり，しかも約半額が第六十六銀行であり，地主的性格が強い。土地は，耕地

５２町・塩田２４町を有し，耕地地主でも塩田地主でもあったが，その他に尾道市街地をかなり所

有しており，宅地地主・貸家家主の性格も強かった。１９０３年「本業部」管轄の所有地は表５の
さ ん ば

ような分布であったが，この他，「別方」に沼隈郡高須村・山波村（両村とも，現，尾道市東部）

の耕地がかなりあったし，１９０１年には沼隈郡今津村（現，福山市松永）・世羅郡神田村などに

も耕地があった。とくに表４の所有耕地５２町余の大半はじつは高須村の地所だった（後述）。市

制施行１８９８年前後における尾道市所有地は表６のようである。これによると，宅地が大半であ

り，かつ近世以来の町中心部である久保町に集中している。山陽鉄道が１８９１年に尾道まで延伸
つちどう ひがしごしょ

し，駅が町の西側に設置されて，土堂町西部・東御所町付近が市街地として発展していったが，

表６―２に示された所有地分布は，大半が近世以来の所有地であり，かつ尾道駅付近はまだ市街地

表５ 橋本家「本業部」管轄所有地の小作料収入と

公課支出（１９０３年度）

所 在 地 小作料
（円）

公課
（円） 備 考

御調郡貢村（１９１２糸崎町）
〃 三原天保浜

御調郡三原町宮沖
賀茂郡広村
御調郡重井村（因島）
御調郡吉和村

〃 吉和浜
御調郡向島西村

〃 富浜
御調郡向島東村肥浜
〃 木ノ庄村
〃 美ノ郷村

沼隈郡松永町
尾道市
（小作米費益）

１，３０９
２，９５１
１４４
２１８
１１
２７
３８４
６

９７２
１，２０４
３９８
３６
１１４

２８５

�
�
�
１，０１４

４６
１２８
２

�
�
�

６６
�
�
�

２００

２９１
９９
５
６

３，６０６

耕地
塩田
耕地
〃
〃
〃
塩田
耕地
塩田
〃
耕地
〃
貸家
宅地・貸家

計 ８，０６６ ５，４６７

（出所）『金銀受払帳』（明治三十六年）．

表６―１ 橋本家の尾道市所有地（１８９８年６
月１日）

種別 反別 地価（円） 地租（円）

市街地
畑
郡村宅地
山林
新開地

４町２反
２反６畝

２畝
３反２畝
６反８畝

１３，１６１
７８
１４
８
―

３２９
１
０
０
―

計 ５町５反 １３，２６３ ３３１

（出所）『尾道町所有地籍第壱号 明治廿三年
調整』．

注：「畑」の地価・地租には，畦畔２畝１４歩
を含む．

表６―２ 橋本家の尾道町所有地（１８９７年
８月２０日調）

町別 種別 反別 地価（円）

久保町
〃
尾崎町
十四日町
〃
〃

土堂町
〃
東御所町

宅地
畑
宅地
〃
畑
山林
宅地
畑
新開

２町７反７畝
６畝
８畝

９反
１反８畝
３反２畝
４反

３畝
２反２畝

６，１５６
２３
９６

５，１９３
２６
８

１，４７５
２０

計 ５町５反 １３，００１

（出所）表６―１と同じ．
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形成が微弱だったことを物語っている。

次に１９１４年の所有地を，「生産消費調査」として市役所に提出したデータに基づいてみると

（表７），表４の１８９７年との比較では，宅地は微増であるが，田畑計が５２町から５９町へ，塩田

も２４町から３１町へと増加している。ただし１９１７年には，塩田の過半を占めていた三原天保新

開２６町７反（耕地・宅地を含む）の全部を，大正バブルにおける三大船成金の１人に数えられ

る勝田銀次郎（神戸市）へ４８万円で売り渡した５１。この売却直前頃が橋本家の耕地・塩田所有

のピークだったと思われる。

橋本家はこの売却代金によって，この年度だけで，表８のように有価証券投資を１３万円急拡

大させた。その１９１７年度末の残高を示したのが，表９である。これによると，従来から公債が

少なくなかったが，とくに１９１７年度の増加分のうち公債が８万７千円と７割近くを占めている。

また株式も，地元株以外は特殊銀行たる北海道拓殖銀行や大銀行たる三十四銀行などの優良株あ

るいは中央株がめだち，地元の銘柄は，地方銀行・取引所・倉庫・鉄道等，公益的な事業に偏っ

ている５２。しかも橋本家は近代に入り，従来の質屋・貸金業・塩田直営などを廃業する一方，新

たな事業を始めていない。石橋を叩いて渡るような資産家か企業家精神に欠ける保守的な資産家

のようにみえる。しかし，海鶴は事業欲がなかったのではなく，意図して新事業に乗り出さな

かったようである。没後の１９２８年頃の記事によれば，彼自身の言として，

自分は銀行業者として重大な責任を持っているから，第一に預金者に心配をかけぬ様にせね

５１ 『金銀受払帳』（大正六年）。勝田は購入した天保新開塩田を造船所建設の目的でまもなく埋め立てた
が，１９２０年恐慌により工場建設は頓挫し，しばらく荒れたままになっていた（「勝田埋立地」と称され，
約１０万坪あったとされる）。しかし１９３０年代末から本格的に工場用地として利用されることになった
（現，三菱重工三原製作所本工場付近）。『三原市史』第７巻民俗編（１９７９年）９０～９１頁，同第３巻通史編
３各説編（２００７年）１４８，１５３，１６６～１６７頁，『三菱重工三原製作所五十年史』（１９９３年）５～６頁など。

５２ もっとも，大阪アルカリは大戦後の不況により１９２６年に解散した。川井健「大阪アルカリ株式会社事
件」『北大法学論集』３１（３―４上），１９８１年，１０５８頁。

表７ 橋本家の所有地（１９１４年８月提出）

資産種類 面 積 地価（円）

＜土地＞
尾道市外 田

畑
山林原野

塩田
計

宅地

３５町４反
２４町１反
６町８反
３１町０反
９７町４反
６４０坪

１０，６８８
１１，３２０

３
７，５１５
２９，５２６
２４２

尾道市内 畑
雑種地
新開

計
宅地

１反
２反
３反
７反

１２，９１９坪

４２
８

・・・
・・・

１００，５４４

（出所）「生産消費調査表」『戸籍営業ニ関ス
ル願届』（明治三十年）．

表８ 橋本家の有価証券所有（円）

年度末 残 額 利子配当

１９０５
０６
０７
０８
０９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７

４２，６３９
４６，２９０
４９，５９５
５５，６２４
５３，１４２
５５，２７０
５９，４９５
６３，３１５
６９，４２７
７０，７２３
７３，０７３
７０，８１５
２０１，０７６

・・・
３，６７９
４，６７０
３，８９４
４，２０９
４，１２７
５，４２０
５，５６２
５，１９３
５，９７１
６，２１３
５，６３０
７，０４１

（出所）『明治三十九年 有価証券帳』
所収の集計表．
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表９ 橋本家の所有有価証券一覧（１９１８年３月末現在）

銘 柄 金額（円） 株数 備 考

第六十六銀行 旧
〃 新

尾道諸品会社
帝国商業銀行
尾道貯蓄銀行
日本海上運送火災保険
広島農工銀行
京釜鉄道会社
日本勧業債券
福山紡績会社
尾道米塩肥料取引所
国債（臨時募集）
五分利付公債
共同生命保険
広島倉庫会社
五分利付国債
五分利付軍事公債
京城電気会社 旧

〃 第一新
〃 第二新

五分利付公債
東洋海上保険新
西予軽便鉄道
尾道穀物委託会社
東海生命保険相互会社
尾道軽便鉄道
日本ラミー紡織
北海道拓殖銀行
臨時国庫証券
英仏公債証券
京都市債
大阪築港公債
神戸市債
若松炭鉱会社
大阪アルカリ会社 社債
三十四銀行 新

７，４１５
１７，４５４
４，１３８
５，０００
２，９２３
１，５００
３，０２２
４，８００
７４

５，７０２
１，２８８
５，８４２
２６５
１７５
３０９
１６４
２７７

１０，０００
１０，０００
２，５００
５，４５０
１，２５０
２００
５００
６９０

２，４００
１，２５０
５，３００
９，８００
９，３０６
１９，０００
３０，０００
１９，２００
６，２５０
３０，０００
１，５００

１１８
１，３２１
１４８
１００
８２
１００
１４５
１３６

１１５
１４３

１４
２３

２００
２００
２００

１０
１００
４０
２０

１，２００
１００
２００

５００

５００

１８９８年発行
本社東京市日本橋区，１９０６年１０月加入

１９０４年発行
１９０７年買入
本社東京市日本橋区

１９０８年取得
本社東京市京橋区１９０９年旧株取得
１９１３年取得
１９１３年取得
本社東京市京橋区，１９１３年取得
１９１４年取得
本社大阪市東区，１９１６年取得
１９１７年取得
１９１７年取得
１９１７年取得
１９１８年取得
１９１８年取得
１９１８年取得
１９１８年取得
１９１８年取得
１９１８年取得

小 計 ２２４，９４４

（隠居部）
第六十六銀行 旧

〃 新
尾道貯蓄銀行
国債

１，９００
４，４８５
６７５
１９０

３８
２３７
７０

小 計 ７，２５０

（奥直轄）
第六十六銀行 旧

〃 新
国債

２，７００
２，３００
４７５

５４
１１５

小 計 ５，４７５

総 計 ２３７，６６９

（出所）『明治三十九年 有価証券帳』．
注：備考欄の「１９１７年取得」「１９１８年取得」が，１９１７年度の残高増加分１３万円余．

計が表８と合わないが，そのまま．償還済みの債券があるなどのためと思われる．
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ばならぬ。故に色々やってみようと思ふ仕事があるが，残念ながら差控へて居るのである。

というのである５３。これを引用した『創業百年史』も，

橋本［海鶴―引用者，以下同様］は，［１９０１年に］頭取に就任して以来，特に新しい事業に

は関与せず銀行経営に専念した。また，銀行経営に当たっては堅実を旨とし，貸出しは慎重

を極めた［下略］

と記している５４。

この頃，国内各地で機関銀行問題が深刻化し，銀行経営者による事業失敗が銀行破綻に繋が

り，金融恐慌にも発展していた。海鶴は，そのような自らの利益追求をめざした銀行経営者とは

まったく反対に，預金者ないし地域社会への配慮を優先した名望家であった。万一自らの事業が

苦しくなると，経営する銀行に資金を依存し，事業が破綻すると銀行経営に，さらに預金者・地

域経済に大きな負の影響を及ぼす可能性がある。そのような認識のもとに自らの起業を抑制した

ことは，銀行の公共的な役割を強く意識する名望家的な姿勢とみなせるであろう。

ただし，食塩商会は第六十六国立銀行から融資を受けており５５，これは「関係融資」であり，

同行は機関銀行ともいえる。しかも落合前掲書で明らかにされているように，食塩商会はその後

７千円の欠損を出して，海鶴は食塩商会から手を引いているから（しかも同じ第六十六銀行の役

員である天野半次郎に譲っている）５６，関係融資によって銀行に累を及ぼす可能性があった。海

鶴はあるいはこの経験によって，以後リスクのある投資・事業には慎重になったのではないかと

も推測される。

さらに広島銀行『創業百年史』には，芸備銀行の１９２０年代における預貸率などが示されてい

るが５７，地方銀行平均の預貸率は２０年代前半が１００％を超えており，後半は８０～９０％台にやや

低下したのに対して，芸備銀行のそれは４０～７０％台と著しく低く，かつ預証率（預金に対する

有価証券割合）が地方銀行平均より１０ポイント程度高く，所有有価証券の大部分は株式ではな

く公社債であった。これは，１９２４年まで頭取であり，「銀行経営に当たっては堅実を旨とし，貸

出しは慎重を極めた」とされる海鶴の経営姿勢が直接に反映されていると思われる。海鶴は，公

私両面できわめて慎重な経済行動を貫いたといえる。

続いて橋本家の１９２０年代初頭頃における土地所有をみよう（表１０）。天保新開塩田を売却し

たことにより，耕地地主・宅地地主の性格が強まったが，１９２３年まではなお塩田も１０町あっ

た。しかし塩田は２４年に半減し，耕地も１９２０年代を通じて漸減していった。ただし市街地の不

５３ 前掲『巨人新人』４９０頁。これは広島銀行『創業百年史』１４４頁に引用されているが，昭和５年刊とある
のは誤り。

５４ 同書，１４４頁。
５５ 前掲，落合『近代塩業と商品流通』９９～１０２頁。
５６ 落合，前掲書，８２頁。天野半次郎は，前第六十六銀行頭取天野嘉四郎の長男であり，この頃，天野家の
当主である。

５７ 同書，２９１，２９３頁の表Ⅱ―２７，表Ⅱ―３０。この点，坂根嘉弘氏の御教示による。
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動産はほぼ横ばいに推移した。これは耕地・塩田は利回りが上昇しないのに対して，貸家経営は

むしろ家賃が上昇して家賃収入が増加したためであろう。また天保新開売却例でも明らかである

が，尾道水道沿いの塩田など都市近郊地所の時価が上昇しており，多額の売却益がもたらされた
ひ ば ま とみはま

ことにもよる（後述）。塩田は向島東村の肥浜を１９２４年に売却し，向島西村の富浜と尾道側の
よ し わ

吉和浜を若干所有するのみとなった。耕地の所在村は，依然ほとんどが高須村であった。しかし

同村地所は長らく「本業部」の管轄ではなかったから（後述），主要帳簿たる『金銀受払帳』の

表１０―１ 橋本家の所有不動産（１９２２～２４年）

項 目 １９２２年 １９２３年 １９２４年

＜吉兵衛（海鶴）＞
田畑小作

（沼隈郡高須村）
（ 〃 山波村）

（御調郡木ノ庄村木門田）
（ 〃 美ノ郷村中野）

（ 〃 三原町）
（ 〃 吉和村）

（ 〃 向島西村）
（賀茂郡広村）

５４町６反
（４３町３反）
（３町１反）
（１町５反）
（１町０反）
（１町９反）
（４反）
（０反）

（３町１反）

４９町７反
（４１町１反）
（２町８反）
（１町５反）
（１町０反）

―
―

（０反）
（３町１反）

４２町４反
（３７町６反）

―
（１町６反）

―
―
―
―

（３町２反）

塩田小作
（御調郡向島東村）
（ 〃 向島西村）
（ 〃 吉和村）

１０町０反
（５町１反）
（３町２反）
（１町６反）

１０町０反
（５町１反）
（３町２反）
（１町６反）

４町９反
―

（３町２反）
（１町７反）

貸地貸家 （尾道市） １１，９８０坪 １１，８５９坪 １１，５８０坪

＜龍一＞
田畑小作（木ノ庄村木門田）
貸家 （尾道市）
〃 （糸崎町）

２反
２０８坪
４５７坪

２反
２０８坪
４５７坪

２反
２０８坪
４５７坪

＜祥吉＞
貸家 （尾道市） ― ― ２４４坪

（出所）『戸籍営業ニ関スル願届』（明治三十年）．
注：１）市役所提出の所得源データ．

２）祥吉は海鶴の次男．

表１０―２ 橋本家の所有不動産（１９２５～２９年）

項 目 １９２５年 １９２６年 １９２７年 １９２８年 １９２９年

＜龍一＞
田畑小作

（沼隈郡高須村）
（御調郡木ノ庄村木門田）

（賀茂郡広村）

４０町０反
（３５町１反）
（１町９反）
（３町０反）

３６町５反
（３１町６反）
（１町９反）
（３町０反）

３６町４反
（３１町５反）
（１町８反）
（３町０反）

３６町４反
（３１町５反）
（１町８反）
（３町０反）

３６町４反
（３１町５反）
（１町８反）
（３町０反）

塩田小作
（御調郡向島西村）
（ 〃 吉和村）

４町９反
（３町２反）
（１町７反）

４町９反
（３町２反）
（１町７反）

４町９反
（３町２反）
（１町７反）

４町９反
（３町２反）
（１町７反）

４町９反
（３町２反）
（１町７反）

貸地貸家
（尾道市）

（御調郡糸崎町）
１１，７７７坪
４５７坪

１２，０２０坪
４５７坪

１１，９２１坪
４５７坪

１１，９０７坪
４５７坪

１１，９０７坪
４５７坪

（出所）表１０―１と同じ．
注：１９２４年吉兵衛（海鶴）没により，長男龍一が相続．

近代日本における名望家的地方資産家の存在形態 127



収入小作料には含まれていなかったのである。

２．資産管理と収支構造

（１）諸会計

次に，帳簿類から明らかになる１８９９年「内政改革」以後を中心とした同家の経営構造を検討

する。「内政改革」以前の時期についても，現時点で判明している限りを述べるが，詳細は今後

の課題である。

同家の会計ないし資産管理単位として，「本業部」「別方」「隠居部」があり，さらに表９のよ

うに「奥直轄」の資産もあった。

まず「本業部」は，「内政改革」後，１９００年頃から現れる表現であり，同家事務部たる「納

戸」が直接に管轄する部門であった。銀行役員としての報酬など当主個人の経済活動による収入

は原則として含まない。「内政改革」以後の主要帳簿である『金銀受払帳』は基本的には「本業

部」の会計帳簿といえる。しかし『金銀受払帳』の「小払方」（支出）には，家族生活費も含ま

れ，『金銀受払帳』は家計と明確に分離されているわけではないし，「本業部」の収支決算が行わ

れているわけでもなく，収支決算は家計支出を含めたものしか残されていない。「本業部」の資

産としては，橋本家所有の大部分の有価証券，また不動産には，尾道市宅地・家屋・塩田・耕地

（ほとんどは郡部所在）がある。

「別方」は，その由来はいまのところ不明であるが，１８９９年以前から存在していたことはたし

かである。すなわち１８９７年・９８年『金銀受払帳』にも，「預リ金」に「別方�預リ」などの記

載があり，「納戸」が預かっている。さらに，『別方出入控』（明治六年）なる帳簿もあり，かな

り古くからあった特別会計の可能性もある。１９０１年度以前は「別方」に，御調郡美ノ郷村・木

ノ庄村（両村とも，現，尾道市北部）や沼隈郡今津村・松永町，世羅郡神田村の耕地宅地，さら

に尾道の宅地も含まれていたが，それらは１９０１年度初頭に「本業部」に移管し，かつ「本業部」

「隠居部」の沼隈郡高須村・山波村の耕地を「別方」に集約した（詳細は後述）。したがって，

１９０１年以降の「別方」収支は，高須村・山波村の小作料収入と経費支出のみとなった。しかし

１９２０年代には高須・山波両村の土地を売却によって縮小していくと共に，１９２３年度には「本業

部」所属の有価証券を「納戸預金」によって「別方」に買入移管しており，資産は土地だけでは

なくなった。

なぜ「本業部」とは別に「別方」勘定を設けたのであろうか。１９０１年以後の『金銀受払帳』

には，「別方」なる項目が設けられ，資産ストックのデータはないものの，フローのデータは記

載されている。しかし「内政改革」以前の１８９７年・９８年『金銀受払帳』をみると，次に述べる

「隠居部」関連の記帳は比較的頻繁にあるが，「別方」関連の記帳は期末か中間期末に３千円程度

の「預リ金」記帳が１度あるのみで，ほとんど現れない。したがって「別方」会計は，もともと

「納戸」の使用人とは別の者が経理を担当していたものと推測される。「別方」は，本来の営業部
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たる「本業部」とは区別した予備的な資産として，取扱・管理の担当も基本的には「納戸」では

なかったと思われる。しかしたとえば高須村のような同じ村の土地を複数の会計・部署におい

て，取扱・管理を行うことは不合理となるので，１９０１年に集約したのであろう。結局，慎重を

期して「納戸」の使用人たちに取扱を任せない資産を万一のために設定しておきたかったのでは

ないか。先に記した海鶴ら同家当主の慎重さからみれば，そうした推測も成り立ちうるように思

われる。「別方」勘定は，１９３０年代にも存続していた５８。

「隠居部」は，『隠居部出納簿』（自明治二十三年）なる帳簿もあり，静娯の１８８０年隠居以降に

作られた勘定と思われる。ただし静娯だけのための勘定ではなく，１９０２年の静娯没後も存続し

ていた。静娯の妻ミネは静娯より早く１８９３年に没しているから，静娯没後の存続は彼女のため

でもない。１９０４年『金銀受払帳』の「隠居部」には，「橋本ケイ名義」の国庫債券払込などが記

されているから，海鶴の妻ケイ名義の資産がここに含まれていた。「隠居部」の資産としては，

１９００年代初頭頃には貸金も含まれていたし，１９０１年度以前は「本業部」とともに高須・山波両

村の土地もあったが，この地所は１９０１年度初頭に「別方」に移管し，他方，美ノ郷村および尾

道市宅地は「本業部」へ移管した。表９にも１９１８年の「隠居部」の有価証券が書き上げられて

おり，１９３０年代も「隠居部」会計は存続していた。そして「別方」と同様に「隠居部」の会計

処理も，少なくとも静娯存命中は「納戸」の使用人が行っていたのではなく，静娯の下で別の使

用人が取り扱っていたようである（後述）。

このように「別方」「隠居部」にも少なからぬ資産があったから，同家全体の資産や収入は，

『金銀受払帳』に項目としてある有価証券・同配当・小作料収入・貸金利子等だけではかなり過

少となることに注意しなければならない。

「奥直轄」なる勘定については，ほとんど帳簿類に現れないが，表９のように，１９１８年に「奥

直轄」の第六十六銀行株・国債が存在していた。「本業部」や「隠居部」とは区別された家計部

門に，この頃には有価証券がある程度存在していたのである。海鶴ら会社の役員としての俸給・

賞与は，『金銀受払帳』などに計上されておらず，これも「奥直轄」なのであろう。

以上のような認識をもとに，次に帳簿類からより具体的に同家の資産管理手法と収支構造を検

討する。

（２）「試算表」「貸借対照表」

前掲『尾道市史』第５巻，第６編第１０章「近代的経営様式の導入期」の第４節には，「日本数

字横書複式簿記」と題して，「珍しい簿記書類の型式通を紹介しよう。［中略］次に紹介するのは

明治十六年一月分の月報告である」として，表１１の史料を写真版とともに紹介している。そし

て，

５８ ちなみに中橋本家でも，会計を「荒方」「質方」「別方」に分けていた（橋本吉次郎『大勘定』）。
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と記している５９。じつは，この「月報告」は角灰屋橋本吉兵衛家の合計残高試算表である。複式

５９ 同書，６５０～６５２頁。傍点引用者。

表１１「明治十六年一月分報告」 （円）

借 方 差引残高 摘 要 差引残高 貸 方

６７，７６３．９５３
１０，０００．０００
９，６９７．９００
２６，９９０．６５１
３０，３７１．７００
１２７．４９７

４，５１３．７１０
２８８．５２９
９２．９７０
９．６３１

３９０．０００
６３８．４１７
３２．２５８
２７７．７３５
２１８．４８９

２，３９４．７８１
４００．０００
４８．１４０

７，６６２．３４２

５０．０００

４５．０００
１３４．５００

１６，８５０．０００

１４．０３８
１２，１０９．８０９
３７，３２０．０００

２２８，３０９．５５８

２２１．１５０

５７，８０３．６０５
１０，０００．０００
９，６９７．９００
９，１４９．２７１
２０，５０１．７００
１１５．４９７

１，２７３．５２０
２８８．５２９
９２．９７０
９．６３１

３９０．０００
６３８．４１７
３２．２５８
２７１．１３５
２１８．４８９
７３．１７３
４００．０００
４８．１４０

２２２．５１１

２２．１１５

貸 付 金 勘 定
諸 品 会 社 勘 定
銀 行 株 金 勘 定
質 方 勘 定
干 鰯 方 勘 定
干鰯方小取替勘 定
取 替 付 込 勘 定
米 麦 勘 定
雇 人 取 替 勘 定
八 品 商 勘 定
金 銀 貨 勘 定
貢租并諸入用勘 定
児玉貢租立替勘 定
諸 雑 費 勘 定
臨 時 入 用 勘 定
郵 便 勘 定
操綿商社株金勘 定
利 息 支 払 勘 定
預 金 付 込 勘 定
児 玉 清 勘 定
銀 行 預 リ 勘 定
豊 預 リ 勘 定
松 清 預 勘 定
青 預 勘 定
天 預 勘 定
原 預 勘 定
諸品会社当座取引勘定
貸 付 金 利 息 勘 定
質 方 利 息 勘 定
加 地 子 勘 定
郵 便 為 替 勘 定
銀行当座預取引勘定
雑 益 勘 定
資 本 金
金 銀 勘 定
通 貨
銀 貨
銅 貨
郵 便 方 益 金 勘 定
年 賦 金 勘 定

１，６９９．８５６
１６２．５２０

１４，４９８．３２８
１，５１５．９００

４．７５４
１３０．０００
５２１．０００

３，１０８．８２０

２４１．２８５
８６３．１４１
３５３．４７３
３００．０００

１６，６６０．０００

７１，０００．０００

１８９．７８４

９，９６０．３４８

１７，８４１．３８０
９，８７０．０００
１２．０００

３，２４０．１９０

６．６００

２，３２１．６０８

９，３６２．１９８
１６２．５２０

１４，４９８．３２８
１，５６５．９００

４．７５４
１３０．０００
５６６．０００

３，２４３．３２０
１６，８５０．０００
２４１．２８５
８６３．１４１
３６７．５１１

１２，４０９．８０９
５３，９８０．０００

７１，０００．０００

２２８，０８７．０４７
１８９．７８４

４５６，７７３．７２３ １１１，２４８．８６１ 総 計 １１１，２４８．８６１ ４５６，７７３．７２３

（出所）『尾道市史』第５巻（１９７６年）６５２頁．
注：原史料の数字は漢字であるが洋数字で表示し，原史料により一部訂正した箇

所がある．「操綿商社」は原文のまま．
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簿記の「真似ごと」ではない。同じ書式の史料が１８８２年１０月，１１月，１２月の分も，この翌年

１月分とともに青木茂氏旧蔵文書に存在しており，この頃，合計残高試算表が毎月作成されてい

たことがわかる。試算表とは，仕訳帳（橋本家では『日記帳』）から総勘定元帳（同家では１８９９

年度以降の『金銀受払帳』）への転記が正確か確かめるためのものであり，橋本家でも毎月誤り

がないか点検し，かつ財務状況を一覧していたのである。そもそも「摘要」欄のなかに「諸品会

社勘定」があるから，諸品商社や諸品会社のものであるはずはない（前記のように，諸品商社は

諸品会社の前身）。しかもこの史料は，『尾道市史』の著者青木茂が当時所有していた「橋本文

書」の中の史料なのである。同家の当時における金融資産の出入や残高がこれで判明する。

ただし橋本家の試算表といっても，すべての資金の出入，資産残高が計上されているわけでは

ない。たとえば小作料勘定や家賃勘定がない。もっとも後の『金銀受払帳』からみて塩田小作料

と思われる「加地子勘定」はある。どうやら表１１は，橋本家の銀行などへの出資金を含めた，

主に商業部門を管轄する「店」の試算表と思われる。１９０１年以降の「本業部」と比較して，耕

地・宅地貸家経営がまったく含まれていない点で異なっている。また「別方」勘定や「隠居部」

勘定もないが，これらの勘定・会計がまだ設定されていなかったとは断定できない。

この「月報告」を作成した者は誰であろうか。静娯は１８８０年９月に改名して隠居していたか

ら，海鶴あるいは海鶴の指導を受けた使用人にちがいないが，筆跡からみると海鶴本人のようで

ある６０。海鶴はこの時，満２０歳であった。前年の１８８１年１月に満１８歳で第六十六国立銀行取

締役に就任して，同行の試算表をはじめ複式簿記を習得したのであろう。現在，橋本家文書にあ

る『金銀受払帳』には，１９０１年度から各月末「試算表」が数年おきに収録されはじめ，１９１９年

度まで続いている６１。１９２０年度からはそれが「貸借対照表」と印刷された表に変わって，昭和戦

前期まで続いているが，内容は貸借対照表ではなく，依然として各月末の試算表である。いずれ

にせよ，橋本家当主の銀行役員経験が，同家の経営管理のあり方にも影響を与えている。

さて表１１をみると，まず「貸付金勘定」の借方残が５～６万円あり，これは貸金業によるもの

である。この頃の年度の期間については確認できていないが６２，たとえば，最上欄の「貸付金勘

定」は，期初残を含めた期初から１月末までの貸付金支出のフローが「借方」の６万７千円余，

期初から１月末までの返済フローが「貸方」の９千円余，１月末の貸付金残高が「差引残高」の

５万７千円余となる。「諸品会社勘定」借方残１万円は同社への出資金にちがいない。「銀行株金

勘定」借方残が９，６９７円あるのは第六十六国立銀行の株金であるが，同行創立当初の出資は４千

６０ 「月報告」の筆跡は『海鶴堂日記』のそれときわめて類似している。
６１ この１９０１年度からの「試算表」の登場については，すでに，前掲，西向「近世近代における尾道豪商の
経営活動と文書」１０６頁に指摘されていることであるが，その目的はそこで記されているような「一年間
の収支計算」のためではなく，上記のようにあくまで計算が間違っていないかを確かめるためのものであ
り，したがって毎月作成されたのである。

６２ ７月～翌年６月の可能性もある。
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円であったから，買増株や家族・一族名義の分が含まれているのであろう。「質方勘定」がある

のは質業を貸金業とは別途行っていたということである。「干鰯方勘定」は干鰯肥料取扱を行っ

ていたことを示すものであり，金額からみて小規模ではない。「操綿商社株金」４００円出資につ

いては，この頃，尾道・福山などにおいて繰綿取扱の会社ができており，会社名は明確にならな

いが，おそらく前掲『備後の魁』（１８８４年刊）に掲載されている福山綿商会社と思われる。「銀

行預リ勘定」「銀行当座預取引勘定」が貸方に１万４千円・１万６千円ほどあるのは，第六十六

国立銀行からの借入金・当座借越のはずである。「豊預リ勘定」は豊田維徳との貸借勘定，「天預

リ勘定」は天野嘉四郎との貸借勘定にちがいない。「資本金」７万１千円は，貸金業その他の元

手として計上したものと思われる。「加地子勘定」の金額が大きくないのは，まだ塩田直営の部

分が大きく，塩田小作の規模が小さかったことを意味するのであろう（所有塩田の資産計上もな

い）。下の方の「銅貨」が借方・貸方とも２２万円余あり，「銀貨」「通貨」勘定の金額がまったく

記載されていない点は，この頃の取引が金銀貨でも紙幣でもなく，銅貨のみだったことを物語っ

ている。

次に１９０１年度以降の『金銀受払帳』に綴られるようになる「試算表」のうち，１９０３年度と

表１２ 橋本家「試算表」（１９０３年度） （千円）

１９０３年
４月１日

同年
４月末

同年
５月末

同年
６月末

同年
７月末

同年
８月末

同年
９月末

同年
１０月末

同年
１１月末

同年
１２月末

０４年
１月末

同年
２月末

同年
３月末

借方
借入金
預リ金
別方
隠居部
家賃地床
小作料
利息・配当
不動産売却代
雑収入
仮受金
繰越現金

３１
１８
１４
８

１５

３１
１７
１４
８
０
０

０

１５

３１
１７
１４
８
０
０

０
０
１５

３１
１６
１４
８
１
０
０

０
０
１５

３１
１６
１４
８
１
０
１

０
０
１５

３１
１６
１４
８
７
３
１
０
０

１５

３１
１６
１４
８
７
３
１
０
０

１５

３１
１６
１４
６
８
３
１
０
０
０
１５

３１
１６
１４
６
８
３
１
０
０
０
１５

３１
１６
１４
６
９
３
１
０
０
０
１５

３１
１６
１４
６
９
４
２
０
０

１５

３１
１６
１４
６
１５
７
３
０
０

１５

２４
１７
１７
７
１６
８
３
０
０

１５

計 ８８ ８８ ８９ ８８ ８９ ９９ ９９ ９９ ９９ １００ １０３ １１２ １１０

貸方
貸付金
六十六銀行当座
東店荒苧方
貸家普請
公課諸入費
利息払
不動産買入代
雑払金
仮払金
小払方
有価証券
穀物
現在金

３７
７
４

０

３７
１
０

３６
６
４
０
０
０

０
０
０
３７
１
０

３６
６
４
１
０
０

０

０
３７
１
０

３７
２
４
１
０
１

０

１
３７
１
０

３７
６
０
２
０
１

０

１
３７
１
０

３７
４
４
２
１
１
０
０
０
２
３７
１
３

３６
７
４
３
２
１
０
７
５
２
３７
１
０

３６
２
６
３
２
１
０
２

３
３７
１
０

３６
４
４
３
３
１
０
２

４
３７
１
０

３６
４
１
３
３
３
０
２

４
３７
１
１

３６
８
０
３
４
３
０
２
１
５
３７
１
０

３４
１４
０
３
４
３
０
２
１
６
３７
１
１

３８
２
０
４
５
４
０
２
２
９
３７
２
１

計 ８８ ８８ ８９ ８８ ８９ ９９ ９９ ９９ ９９ １００ １０３ １１２ １１０

（出所）「試算表」各月（『金銀受払帳』明治三十六年，所収）．
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１９１９年度を表１２，表１３に示したが，１８８２・８３年頃の「報告」と同様に，不動産が資産として

貸方に計上されていない。尾道の市街地や塩田・耕地の多くは，古く近世期から継承してきたも

のであるために，仮に取得価格を算定してもあまり意味はなく，簡単には資産として計上できな

かったためと思われる。しかし不動産売却等により「貸方」に資産が増えていくと，「借方」と

一致させるために差額を「繰越現金」（または「繰越金」）として処理された（これはたんなる差

額だから，『金銀受払帳』本体にはその項目はない）６３。その額が１９１９年頃には５６万円余と巨額

になり（表１３），１９２０年度から「試算表」に代えて「貸借対照表」とし，そこに「資本金」を設

定した。しかし１９０３年度以降の「試算表」には「資本金」はなく，１８８２・８３年の試算表たる

「報告」と１９０３年度以降の「試算表」には断絶がある。すなわち「資本金」が一旦消滅してい

る。したがって，１８８２・８３年頃に作成されていた試算表たる各月分「報告」はその後一旦作成

が途絶え，１９０３年度の「試算表」は，１８９９年「内政改革」以後，改めて作成が開始されたもの

と思われる。そうだとすれば，なぜ試算表の作成が一旦中断されたのか。一つの推測として，海

鶴の銀行役員業務などが次第に多忙を極めるようになって，毎月の「報告」作成が困難になった

６３ 表１２の史料にある「三十六年三月三十一日試算表年度替リニ付継続説明書」には，「繰越現金」につい
て，「借方貸方差引差違金ヲ出シタルモノニシテ前年ノ試算表ニ依ラズ」とある。

表１３ 橋本家「試算表」（１９１９年度） （千円）

１９１９年
４月１日

１９１９年
４月末

同年
５月末

同年
６月末

同年
７月末

同年
８月末

同年
９月末

同年
１０月末

同年
１１月末

同年
１２月末

２０年
１月末

同年
２月末

同年
３月末

借方
預リ金
敷金
別方
隠居部
不動産売却代
家賃地床
小作料
利息・配当
雑収入
穀物
繰越金

１２
１１
６７
２０

５６６

１２
１１
６７
２０

２
０
０
０

５６６

１２
１２
６６
２０

４
０
０
０

５６６

１２
１２
６６
２０

７
０
７
０

５６６

１２
１２
６６
２０

９
０
１２
０

５６６

１２
１２
６６
２０

１２
１
１３
０

５６６

１２
１２
６６
２０

１５
２
１５
０

５６６

１２
１２
６６
２０
０
１７
２
１７
１

５６６

１２
１３
６６
２０
２
２０
２
１７
１

５６６

１２
１３
６７
２０
２
２３
２
３４
１
７

５６６

１２
１４
６７
２０
２
２５
４
３８
１
１５
５６６

１２
１４
６７
２０
２
２８
５
４０
１
１７
５６６

６
１４
８８
２５
２
３２
１０
４１
２

５６６

計 ６７８ ６８２ ６８５ ６９５ ７０２ ７０８ ７１２ ７１８ ７２４ ７５３ ７６９ ７７７ ７９０

貸方
貸付金
預ヶ金
六十六銀行当座
有価証券
仮払金
穀物
公課諸入費
貸家普請
利息払
雑払金
小払方
現金

６３
２３３
６

３５６
６
９

２

６３
２３３
３

３６８
７
１
０
０

０
１
０

６５
２３３
１

３６９
７
１
０
１

０
２
１

６４
２２５
２

３８１
５
１
２
２

１
５
２

６４
２２５
８

３８０
６
１
３
２
０
１
６
１

６４
２１１
６

３９８
６
１
３
３
０
１
９
１

６４
２１１
６

３９９
６
１
５
４
０
１
１０
１

５９
２１１
１２
３９９
７
１
６
５
０
１
１１
１

５９
２１１
８

４０４
７
０
９
６
０
１
１３
２

４８
２１１
４２
４０４
９

１０
７
０
１
１５
１

４８
２１１
４８
４１２
９

１０
７
０
１
１６
１

４８
２１１
３４
４２７
１０

１３
９
０
１
１８
２

４８
２１０
２８
４０４
６
５
１５
１０
２
３３
２３
２

計 ６７８ ６８２ ６８５ ６９５ ７０２ ７０８ ７１２ ７１８ ７２４ ７５３ ７６９ ７７７ ７９０

（出所）「試算表」各月（『金銀受払帳』大正八年，所収）．
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のではないか。この頃の『海鶴堂日記』をみると，連日のように銀行・塩田関係の会合・視察・

（広島や竹原などへの）出張が記載されていた。これに対して，「内政改革」直後頃から『金銀受

払帳』などの帳簿記載形式が変更され，帳簿自体が複式簿記形式となり，格段に残高等が把握し

やすいものになった。そしてこれを契機に「納戸」の使用人に「試算表」を作成させるようにし

たものと思われる。「内政改革」以後の『金銀受払帳』は，「東橋本奥様」といった記載もあり，

また筆跡からしても海鶴自身の記帳ではなく，「試算表」も『金銀受払帳』と同様の筆跡なので

ある。もっとも，「内政改革」以後昭和初期頃までの『金銀受払帳』は一記載ごとに「橋本」印

が押されており，当主海鶴および龍一が逐一確認していたようである。

１９２０年度以降，「試算表」に代わって作成されるようになった「貸借対照表」（表示略，後掲

表１９参照）には，上記のように，「貸方」（＝負債）に「資本金」が，「借方」（＝資産）に「所

有土地」が計上されるようになった。「資本金」を計上しても，法人化したわけではない。そし

て「資本金」を計上して貸借対照表を作成するためには，所有資産を計上しなければならなくな

る。そこで所有不動産も地価ないし取得価格で計上したのであろう６４。「資本金」は１００万円と

され，１９２０年度資産の「貸付金」「所有土地」「有価証券」を合算するとほぼ１００万円となり，

それが「資本金」の根拠と思われる。とはいっても，この毎月末時点で作成された「貸借対照

表」には，ストックのみならずフローの項目も含まれ，前述のように実際は１９１９年度まで作成

されていた試算表と同じである。従来通り，帳簿転記が正確か点検するためと，資産と負債の状

況を把握するために，「組織改正」を実施したのであろう６５。

さらに１９３０～３２年頃に，「資本金」を３００万円に増やし，かつ「借方」には「未払込資本金」

を４５万円計上した（後掲表１９）。しかしやはり法人化したわけではない。これは所有地の評価

替を行い，尾道市内所有地を３５万円から２３０万円に増加させたことによる。この増資時には，

海鶴はすでに没しているから，次代当主の龍一によるものであった。そして１９３０年代の『金銀

受払帳』をみると，時折，「母上」といった記載があり，この頃，『金銀受払帳』は，使用人では

なく当主龍一自ら記帳していたことが明らかである。明治初年頃，西灰屋の質業を支配人に任せ

た結果，大きな欠損を生じたことは伝承されていたのであろう。エージェンシー・コストを大き

くしないために，龍一は本店を広島市に置く有力地方銀行たる芸備銀行の頭取を務めつつ，尾道

の居宅で自家経営を管理していたのである。

いずれにしても，明治前期に海鶴が若くして銀行取締役に就任したことにより複式簿記等を熟

知することとなり，またおそらく彼の性格もあり，橋本家の資産管理・経営帳簿管理は厳正かつ

６４ ただし尾道市街地の所有家屋は計上されていないようである。というのは，１９２０年代の『金銀受払帳』
をみると，土地売却の際に，売却代と「原価」との差額を売却益として算出しているのに対して，家屋売
却は売却代をそのまま不動産売買益にしているからである。なお，表１２，表１３の「借方」にある「家賃
地床」は尾道市内のそれであり，市外の貸家家賃や塩田加地子などは「小作料」に含まれている。

６５ 『金銀受払帳』（大正九年）の「資本金」欄に，「本年ヨリ組織改正壱百万円」とある。
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慎重なものとなった。そして次の当主龍一も，先代海鶴以上に几帳面な性格だったと思われ，彼

らが地方有力銀行の役員・頭取をきわめて長期にわたって務め続けられた秘密の一端がここにあ

るように思われる。

（３）１８９９年「内政改革」～１９１０年代

１８９９年「内政改革」を契機に帳簿作成の様式が大きく変化し，またそれ以降の帳簿が多く保

存されており，さらに１９１９年までと１９２０年以降ではこれまた帳簿の作成様式が変化することか

ら，１８９９～１９１９年とそれ以降とに分けて，資産管理・収支構造を分析する。

まず同家事務部たる「納戸」の資産負債を，『金銀受払帳』の形式が一定となる１９０１年以降

１９１９年までについて，同帳簿にもとづいて作成した表１４によってみよう６６。資産には有価証券

はあるが，やはり不動産は計上されていない。しかし「家賃地料」「小作料」は記帳されており，

「納戸」が「本業部」所属不動産による収支を管轄していることは明らかである。資産としては，

前述のように１９１７年の天保新開売却代収入を有価証券投資と銀行預金とした。１９１８年の「預ヶ

金」３０万円は，第六十六銀行・住友銀行尾道支店への定期預金，第六十六銀行特別当座預金，

各１０万円であった。同表によれば，１９１９～２０年には，この預金を減らして有価証券投資に振り

向けていることがわかる。貸付金は甲乙丙３種に分類して帳簿を作成しており，甲種は，西橋本

６６ 表１４は「本業部」ではなく，「納戸」の資産負債であるのは，「本業部」以外の「別方」などの勘定を含
めているからである。

表１４ 橋本家「納戸」の資産と負債（１９０１～２０年） （千円）

各年
３月末

資 産 負 債

貸付金 預ヶ金 六十六銀
行当座 有価証券 穀物 現在金 借入金 預リ金 別方 隠居部

０１
０２
０３
０４
０５
０６
０７
０８
０９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０

６３
６２
６６
３８
３９
３９
３７
４０
４４
４４
４６
４５
４６
４８
５１
５０
５６
６０
６３
４８

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
３００
２３３
２１０

３
△２
７
２
６
１６
１
５
６
６
６
６
１０
１
１２
１６
２８
７０
６
２８

４１
４５
３７
３７
４３
４２
４６
４９
５５
５３
５５
５９
６３
６９
７０
７３
７０
２０１
３５６
４０４

２
２
１
２
３
４
０
２
５
４
０
２
２
５
２
１
４
０
９
５

―
０
０
１
０
０
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
１
２
２

―
３１
３１
２４
２４
１９
―
―
―
４
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

１６
１７
１８
１７
１７
１８
１８
１９
１８
２０
１９
２０
２０
２１
２０
２１
２２
２２
２４
２１

１２
１３
１４
１７
１８
２１
２５
２８
３０
２９
３１
３５
４１
４６
４５
４５
４７
５２
６７
８８

５
７
８
７
７
８
９
９
１１
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
２０
２５

（出所）『金銀受払帳』各年．
注：「預リ金」には敷金を含む．
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（陽三郎）や東橋本（太吉），中橋本（東店，吉次郎）という一族や，豊田維徳・天野又兵衛・塩

業組合本部・質屋営業組合・近衛篤麿公爵など，事業上の関係者や使用人，海鶴の貴族院議員活

動関係者などへの貸付，乙種は小作人や店子に対する貸付，丙種は焦げ付いて回収困難となった

貸金と思われる６７。上記一族への貸付は，それほど多額ではなかった。この頃にはもはや一族の

商家経営においては，各家とも深刻な危機はなかった。

他方，負債では，「預リ金」の他に「別方」「隠居部」からの預り金があった。この２つの特別

会計を検討する前に，「納戸」の収支をみると（表１５），まず収入では，一貫して「家賃地床」

６７ 近衛篤麿へは，１９０１年６月に「仝氏発起発行新聞出資壱千円ノ半額」５００円が記録されており，詳細は
不明であるが，政治活動の一環としての支出であった。篤麿は海鶴より１歳下とほぼ同年代であり，『海鶴
堂日記』によると，この頃海鶴が貴族院議員活動のため上京するとしばしば篤麿と面会しているし，篤麿
の１９００年尾道来訪の際にも送迎していた（前掲，西向「明治期尾道豪商の人脈形成と企業家・名望家活
動」５４９頁）。前掲『尾道案内』（１９１５年刊）所収「橋本吉兵衛君」の項にも，「殊に近衛篤麿公の敬愛を受
け，君を来訪して別荘に信宿せる等，親善の交りを為せりと云ふ」とある（６３頁）。『貸附金元帳 乙種』
（明治三十三年）には「赤貧」「貧困」の者への貸付もあり，乙種は地主家主経営を基盤とした貸金と思わ
れる。丙種の簿冊は見当たらないが，上記の近衛篤麿への貸金など，甲種のうち当分回収見込みなきもの
を丙種に移しているから（『貸附金元帳 甲種別方本業』明治三十三年），丙種は不良債権となった貸金で
あろう。

表 15 橋本家「納戸」収支（１８９９～１９１９年度）

年度
収 入 支 出

有価証券
利子配当

貸金利子 家賃地床 小作料 塩田加地子 雑収入 計 貸家普請 公課諸入費

１８９９ ３，０６１ ３，１６７ １０，６５９ ２，２６１ ３，１０１ １４０ ２３，４９５ ５４７ １，０８７
１９００ ２，８６０ ３，３５４ １３，１１０ ２，４２４ ３，３８７ ２５２ ２５，３８６ ３，３０５ ４，２５８
０１ ３，６８５ ６１３ １６，０４３ ６，０５３ ３３５ ２６，７２８ ４，１３４ ４，１４５
０２ ３，８５０ １５，９９６ ２，５２３ ４，７３６ １，２３１ ２８，３３６ ５，０１０ ４，７８８
０３ ３，５４０ １６，１０９ ８，０６６ ６８１ ２８，３９５ ４，１１８ ５，４６７
０４ ２，７２４ ５９６ １６，２０４ ７，３３９ ９７３ ２７，８３５ １，６０８ ６，６４３
０５ ３，２４８ １６，７６０ ７，３８５ ３２７ ２７，７１９ １，４９４ ９，１２１
０６ ３，６８０ １，１４１ １６，５１７ ８，１０３ １，１６５ ３０，６０６ ２，７５９ ８，７５０
０７ ４，６７１ ２６１ １６，５４８ ８，６３６ ３４３ ３０，４５８ ２，１４２ ９，４２７
０８ ３，８９５ １２８ １７，０３０ ９，２１９ １，６５２ ３１，９２４ ３，０３０ １１，８３２
０９ ４，２１０ ３９８ １６，８６６ ３，２２１ ５，８２２ １８１ ３０，６９９ ２，５０８ １０，５７１
１０ ４，１２７ ６５５ １７，２７４ １０，１０５ １２７ ３２，２８８ １，７８９ １１，６１２
１１ ５，４２０ ６５１ １８，８３４ ５，０８１ ５，８０２ ４６７ ３６，２５５ ３，６３３ １１，５３０
１２ ５，５６３ ４９５ ２０，８２７ ５，８９９ ５，８２６ ８６０ ３９，４７１ ２，７６９ １３，０４９
１３ ５，１９４ ５５９ ２２，３２５ １１，７８１ ６８６ ４０，５４５ ３，４７８ １３，６６９
１４ ５，９７１ １，４７６ ２３，１５８ ９，４９８ ８１ ４０，１８５ ２，８２７ １１，５８８
１５ ６，２１３ ２，６１３ ２３，８０５ ７，０９３ ３０１ ４０，０２５ ４，１６２ ２１，０２０
１６ ５，６３０ １，７１１ ２３，８０６ ９，９３８ ６，３９５ ４７，４８０ ４，５２８ １０，８４７
１７ ７，０４２ ２，９５０ ２６，６８９ ９，７０９ １，２８３ ４７，６７３ ５，３１４ １２，４８０
１８ ３２，０４１ ２８，９９０ ８，５８８ １，３１２ ７０，９３０ ８，７５３ １３，５６６
１９ ４１，９２１ ３２，１１０ １０，３１０ ２，１５１ ８６，４９１ １０，８２９ １５，４８６

（出所）『金銀受払帳』各年など．
注：１）１８９９年の収入計には，「雑益金」１，１０７円を含み，「不動産取引」の「買入」は株券取引を含む．

２）１９１６年の「雑収入」は尾道電灯株売却益，１９０６年の「雑払金」は福山紡績解散によるところが大きい．
３）「預リ金利息」には隠居部への利息も含む．
４）「収支差引」は筆者算出．
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が最大であり，これは尾道市街地の家賃であった。近代の橋本家は宅地地主の性格が強いことが

あらためてわかる。次いで「小作料」と「塩田加地子」を合わせた額が多いが，１９１０年代初頭

まで小作料より「塩田加地子」の方が多い６８。「貸金利子」は，１９００年に質業の廃業届を出して

から急減しているが，その後も貸金業は継続した６９。「有価証券利子配当」の１９１８年度からの急

増は１９１７年度からの有価証券投資急増によるものであり，以後，１９２０年代以降も家賃収入と並

６８ 前掲，西向「近世近代における尾道豪商の経営活動と文書」１０２頁によると，天保新開塩田直営は１８９９
年「内政改革」により廃止されることになったとされるが，たとえば，『金銀受払帳』（明治卌一年）には，
「天保浜十四番出納」として，入２９５１円，出３８９０円，差引△９３９円，その内訳は，塩代未収入１４１円や翌
年度仕込７３２円，「春ノ出金」６５円が記されており，部分的に直営があったらしい。ただしこの例では採
算がとれていないようであり，かつ宅地・工業用地としての価値が高まったため，１９１７年の天保新開全面
売却に繋がったのであろう。

６９ １９００年に，橋本吉兵衛「廃業届 質屋」（１２月２７日付）とともに天野又兵衛「廃業届 金銭貸附業」（３
月３１日付）も提出しているが，これは使用人天野がこの年引退したので，又兵衛名義の貸金業を廃止する
ためであり，橋本家の貸金業はその後も継続しており，１９２２年になって吉兵衛名での「貸金営業」廃業届
を出している（６月２０日付，いずれも『戸籍営業ニ関スル願届』明治三十年，所収）。もっとも後掲表２０
のように，それで「貸付金」がなくなったわけではなく，貸地・貸家に付随する貸金などがその後も存続
した。しかしそれは同家当主が経営に関わる銀行の貸付と競合するものではなかったことはいうまでもな
い。

（円）

支 出
収支差引

不動産取引

預リ金利息 借入利息 小払方 雑払金 計 買入 売却 差引

２，０１７ ４，６８４ ９，７２８ ２１ ２０，４９３ ３，００２ （２，４３２） △２，４１７
１，７８２ ３，９９９ １１，２８４ ２４，６２８ ７５７ １１８ △１，３４４ △１，２２６

４，８７４ ９，６６４ ８３ ２２，９００ ３，８２８ ６，６５４ △６，３７３ ２８１
４，４２９ ８，１８２ ２，８５３ ２５，２６２ ３，０７４ ２４１ △３，５７７ △３，３３６
４，２０７ ９，０２６ ２，５１９ ２５，３３７ ３，０５８ ３１６ △８４６ △５２９
３，３１３ ９，１９１ ２２０ ２０，９７５ ６，８５９ ６８０ △７４８ △６８
３，８４９ ９，５６６ ２２８ ２４，２５７ ３，４６２ １，３３９ △８，７４５ △７，４０６

９６３ １，３４０ １２，５３０ ６，７０５ ３３，０４８ △２，４４２ ９４１ △２，５６７ △１，６２６
１，２５９ ８，５６４ １５０ ２１，５４２ ８，９１６ ４２５ △５９５ △１７０

９４４ ２２０ ９，１８８ ５０１ ２５，７１５ ６，２０８ １６０ ― １６０
９９９ １，００７ ９，４３１ ３，２３６ ２７，７５３ ２，９４５ １４，３１２ △３９４ １３，９１７

１，１２５ ６８６ １０，８４３ ２２２ ２６，２７９ ６，００９ １，４７９ △３８７ １，０９２
３３９ ９８１ １１，３２０ ２２７ ２８，０３１ ８，２２４ ５３９ △２，１９２ △１，６５４

１，０１２ １９，５０６ ２７７ ３６，６１２ ２，８５８ １５４ △７９ ７５
１，１０８ １３，９２８ ２４０ ３２，４２２ ８，１２２ １，６２１ △５５０ １，０７１
１，０８７ １３，７３８ ２，２０４ ３１，４４４ ８，７４１ ― △２，７０９ △２，７０９
１，１１２ １１，８３４ ２７４ ３８，４０２ １，６２２ ７５ ― ７５
１，２１９ １４，５０２ １５６ ３１，２５１ １６，２２９ ― △１，４８６ △１，４８６
１，２６７ １３，５３５ ２０９ ３２，８０５ １４，８６８ ３０，７１８ △４８２，３４１ △４５１，６２４
１，３７６ ３０，３３２ １６，４９４ ７０，５２１ ４０９ ５６０ △４，７５３ △４，１９３
２，３１４ ２３，２９９ ３３，３２７ ８５，２５５ １，２３６ ― △２，５１８ △２，５１８
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ぶ同家の収入の２本柱となった。家賃収入や有価証券利子配当が増加するのに対して，耕地・塩

田小作料は１９００年代以降，伸びが弱く，実際表１５の右欄「不動産取引」をみても，概して買入

より売却の方が多く，耕地・塩田の縮小を物語っている。ただし同家の小作料収入は表１５の額

のみではなく，「別方」会計にもかなりあった７０。

そこで，次に「別方」について検討しよう。まず「別方」は，前記のように１９０１年に高須

村・山波村の耕地のみとなった。『金銀受払帳』（明治三十四年）の「別方」には，４月１日付

で，次のようにある。「別方」資産であった，美ノ郷村白江・木ノ庄村木門田・今津村・松永

町・世羅郡神田村徳良の田畑宅地山林，尾道宅地，計３，４５０円を「本業部」へ売却し，「本業部」

「御隠居部」の山波村・高須村の田畑宅地山林，計５，１１５円を「別方」資産として「買得」した。

「別方」土地を山波・高須両村のみに集約したのである。もともとは「別方」資産として，尾道

宅地・木ノ庄村・美ノ郷村・今津村・世羅郡神田村などもあったし，「本業部」と「御隠居部」

７０ なお，支出の「小払方」は，同家の生活費支出のほか，寺社等への寄付，その他の臨時支出である（『小
払方仕訳帳』各年）。

表１６ 橋本家「別方」勘定 （円）

年度 土地

小作料 公課入費 純 益

家屋 納戸
預金

家賃
（尾道） 勘定

山波 高須 計
山波 高須

計 山波 高須 計
公課 土木

営繕 公課 土木
営繕

１９００ ・・・ ８９ １，９７４ ２，１８５ １３ ７ ２９６ ５００ ８９２ （６９） （１，１７８）（１，２９３） ・・・ １２，９７３ ２５６ ・・・
０１ ・・・ ・・・ ・・・ ２，８４９ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １，１６６ ・・・ ・・・ （１，７１０） ― １３，０９４ ― ・・・
０２ ・・・ １９２ ３，０４６ ３，２３９ ４４ ― １，３０８ ― １，３５２ （１４８） （１，７３８）（１，８８６） ― １４，５６８ ― ・・・
０３ ・・・ ・・・ ・・・ ３，６４１ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １，３２９ ・・・ ・・・ （２，３１２） ― １７，２１９ ― ・・・
０４ ・・・ ・・・ ・・・ ３，４８９ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ２，００５ ・・・ ・・・ （１，５２４） ― １８，６１９ ― ・・・
０５ ・・・ ・・・ ・・・ ４，３２５ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １，７５８ ・・・ ・・・ （２，５６７） ― ２１，６６４ ― ・・・
０６ ・・・ ２２６ ４，６５７ ４，８８２ ９０ １，３４４ １，４３３ （１３６） （３，３１３）（３，４４９） ― ２５，１１２ ― ・・・
０７ ・・・ ２５６ ５，５０４ ５，７６０ １２８ ２，０００ ２，１２８ （１２８） （３，５０４） ３，６３２ ・・・ ２８，７４５ ― ・・・
０８ ・・・ ・・・ ・・・ ４，９３１ ７３ ２，８８４ ２，９５７ ・・・ ・・・ （１，９７３） ・・・ ３０，６４９ ― ・・・
０９ ２１，８６５ ・・・ ・・・ ３，６５８ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３，３３３ ・・・ ・・・ （３２５） ・・・ （２９，５４１） ・・・ ５１，４０６
１０ ２２，２０７ ２４９ ４，６３４ ４，８８３ ７３ ― ２，１５０ ― ２，２２３ １７６ ２，４８３ ２，６５９ ― ３１，８５９ ― ５４，０６６
１１ ２１，９６５ ３２８ ６，２４９ ６，５６８ ７５ ― ２，３７８ ― ２，４５３ ２５３ ３，８７１ ４，１２４ ３７６ ３５，８４８ ９ ５８，１９０
１２ ２２，０９４ ４２９ ７，６７５ ８，１０５ ６５ ― ２，１６１ ― ２，２２６ （３６３） （５，５３１） ５，８９５ 〃 ４１，４８４ １７ ６３，９５５
１３ ２１，８７６ ３４０ ６，０６８ ６，４０８ ７５ ― １，８５９ ― １，９３４ ・・・ ・・・ ４，４８４ 〃 ４６，１８７ １０ ６８，４３９
１４ ２１，９０６ ２１８ １，７７９ １，９９８ ７３ ― ２，２７５ ― ２，３９９ （９４） （△４９６） △４０１ 〃 ４５，７５４ ― ６８，０３８
１５ ２１，７７０ １６７ １，３９６ １，５６４ ３７０ ― １，９２９ ― ２，２９９（△２０２） （△５３３） △７３５ 〃 ４５，１５６ ― ６７，３０２
１６ ２１，６４０ １４７ ３，３１５ ３，４６３ １００ ― １，２６７ ― １，３６８ （４６） （２，０４８） ２，０９４ 〃 ４７，３８０ ― ６９，３９７
１７ 〃 ４２７ ７，７５６ ８，１８４ ７３ ― ３，３３４ ― ３，４０７ （３５４） （４，４２２） ４，７７６ 〃 ５２，１５６ ― ７４，１７４
１８ 〃 ７２６ １５，６７７ １６，４０４ ８６ ― １，３６３ ― １，４５０ （６４０）（１４，３１３）１４，９５４ 〃 ６７，１１０ ― ８９，１２８
１９ 〃 ９４２ ２２，８８６ ２３，８２９ １２４ ― ２，２１８ ― ２，３４２ （８１８）（２０，６６８）２１，４８６ 〃 ８８，５９７ ― １１０，６１４
２０ ２１，５６５ ５７６ １０，８５９ １１，４３５ １５１ ― ２，７９３ ― ２，９４４ （４２５） （８，０６５） ８，４９１ 〃 ９７，１６３ ― １１９，１０５
２１ ２１，４７１ ６４０ １４，８１８ １５，４５９ ７６ ３７２ １，５９５ ３，０１６ ５，０６１ （１９１）（１０，２０６）１０，３９７ 〃 １０７，６５６ 奥渡 １２９，５０３
２２ ６，９９０ ５１２ ８，１１４ ８，６２６ １０４ ２９ １，８０２ ４，０７９ ６，０１５ （３７８） （２，２３２） ２，６１０ 〃 １１４，０６３ １０，６８４ １３２，１１４
２３ ・・・ ― ・・・ ・・・ ― ― １，４８０ １，６１０ ３，０９０ ― ・・・ ・・・ ・・・ １，０５９ ・・・ ・・・
２４ ・・・ ― ・・・ ・・・ ― ― １，１８１ ２，２５０ ３，４３１ ― ・・・ ・・・ ・・・ １３，２１４ ・・・ ・・・
２５ ・・・ ― ・・・ ・・・ ― ― ２，５０９ １，９１３ ４，４２２ ― ・・・ ・・・ ・・・ ３６，５４５ ・・・ ・・・
２６ ・・・ ― ・・・ ・・・ ― ― ３，９９２ １，４３７ ５，４２９ ― ・・・ ・・・ ・・・ ５１，４８３ ・・・ ・・・

（出所）『別方勘定帖』［明治４４年］．ただし１９０９年までのすべておよび１９２３年以降の「納戸預金」は，『金銭受払帳』による．
注：１）「土地」（買入代金累計と推定）などのストックは年度末．「納戸預金」が，『金銀受払帳』の「別方」「別方預リ金」．

２）「純益」は，「小作料」－「公租公課」．ただし純益に，若干の貸金利子収入を含む場合がある．
３）「納戸預金」の増減は，純益のほか土地売却代・買入代が反映される．
４）「家賃」は，取立所と米庫を貸しているための収入．１９１４年以降の家賃は小作料に組み込むので，なし．
５）「勘定」は，前年度繰越＋小作益（「純益」）．
６）（ ）は筆者算出．
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にも高須・山波両村の土地があったのである。しかしそれでも，１９０１年以前から，「別方」の高

須村所有地は，村別でみた橋本家所有耕地の中で最大の規模であった。表１６は「別方」の収支

を判明する限り１９００年度から示したものであるが，同年度の高須村小作料は１，９７４円であった。

これに対して同年度の「本業部」小作料・塩田加地子の内訳を示した表１７―１，表１７―２による
みつぎ

と，最大は三原天保浜塩田加地子１，７８４円，次いでやはり天保新開の貢村小作料８５４円となっ

ており，「別方」所属の高須村から最大の耕地小作料を得ていた。そして，天保新開の塩田と耕

地を加えるとその地料は２，６００円程度となり，「別方」「本業部」「隠居部」の高須村地所を加え

るとその地料もほぼ同程度となり，橋本家にとって，耕地塩田部門の中で，天保新開と高須村の

両地所が最大の収入源となっていた。ちなみに面積でみると，高須村は１９２２年でも４３町あり

（表１０―１），天保新開は１９１７年の売却時に２６町余だったから，前者の方がかなり広かった。

さて表１６によって「別方」収支の推移をみよう。まず１９００年と０１年の小作料・公課入費，

ないし１９００年と０２年の山波・高須両村の小作料等を比較すると，１９０１年度初頭の両村地所の

所属会計集約により，やや不連続に増加していることがわかる。その後，１９００年代の収入は漸

増しつつ２～４千円程度であったが，１９１０年代になると変動が大きくなり，１９１４・１５年には急減

したかと思うと，１９１７～１９年には急増している。前者の急減理由は，旱害があり，数年間荒地

になったためである７１。後者の急増要因は，『金銀受払帳』をみると，小作料が金納より現物納

７１ 『所得税届書綴込』（自明治廿六年）所収の「高須書類所得ニ関スル書類」「福山税務署へ駆合」には，
「大正三年ハ高須村糸崎村ハ旱害ノ為メ三分ノ一収入」とあり，「所得調査会内容取調」（大正五年八月）に
も高須村「荒地年季中復旧ノモノ大正四年三年小作皆無普通所得三分ノ一」，山波村「山波ハ昨年壱町五反
分程荒地トナリ本年収入皆無」などとある。

表１７―１ 橋本家「本業部」小作料収

入内訳（１９００年度）

所在地 金額（円）

御調郡貢村（のち糸崎町）
〃 三原町宮沖
〃 木ノ庄村木門田
〃 美ノ郷村白江
〃 吉和村
〃 重井村（因島）
〃 向島西村

賀茂郡広村
世羅郡神田村徳良
沼隈郡高須村
〃 山波村
〃 松永町
〃 今津村

尾道市
旧未納

８５４
２３３
２１４
３１
３９
１１
５

１５６
１２５
５４２
６７
８３
４１
５
１３

計 ２，４２３

（出所）『明治三十三年度収入支出金下調
書』（明治三十四年四月調査）．

表１７―２ 橋本家「本業部」塩田

加地子内訳（１９００年度）

塩田名（所在地） 金額（円）

天保浜（貢村）
吉和浜（吉和村）
富浜 （向島西村）
肥浜 （向島東村）

１，７８４
２２４
５８０
７９７

計 ３，３８６

（出所）表１７―１と同じ．
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（米麦納）の方がはるかに多くなっており，米麦の価格変動がこうした円換算による小作料収入

に大きく影響しているようである。こうしてそこから「公課入費」を差し引いた「純益」も必然

的に変動が大きくなった７２。いずれにせよ，『金銀受払帳』や『別方勘定帖』によると，「別方」

では１９０１年度以降，１９２２・２３年に大規模な売却を行うまでの間，小規模な買入・売却は毎年の

ように行いつつも，表１６の最左欄「土地」にみられるように，大して所有面積は変動しなかっ

た。

「隠居部」については，「内政改革」以前である１８９０年代の貸借対照表・損益計算書がある

（表１８―１，表１８―２）。すなわち，単式簿記である１８９０年代の『金銀受払帳』とは簿記の方法が異

なっている。また「納戸」で作成される諸帳簿と比較して，表１８の史料である『隠居部出納簿』

７２ なお「別方」所管の，米庫・長屋など若干の建物もあり，収入にはそれらによる若干の家賃や貸金利子
もあった。

表１８―２ 橋本家「隠居部」損益 （円）

年度

益 金 損 金
差引
純益土地売

却益
宅地売
却益 家賃 小作

料
株配
当金

貯蓄・
貸金
利子

納戸
預ヶ金
利子

雑収
入 計 公課

入費
預リ金
利払 御渡金 雑給 御上

京費 寄付 その他 計

１８９０ １４３ ― ８２ １３６ １３５ ２９１ ２５０ １３０ １，１７３ ― ２０４ １５３ ５０ ５００ ― ３ ９１０ ２６３
９１ ３９１ ３ ５３ ６７ １００ １４０ ２５０ １４ １，０２１ ― ２１１ ２９１ 〃 ２００ ― ― ７５２ ２６９
９２ ７９ ― １４８ ５１ ３０６ ２６ ２５０ ６ ８６９ ― ２３２ ３８９ 〃 ― ― ― ６７１ １９７
９３ ― ― １６１ ― ２５９ １４ ２５０ ― ６８４ ― ２１１ ４００ 〃 ― ― ― ６６１ ２３
９４ ５８ ― １６９ ― ４９７ １１ ２５０ ― ９８６ ― 〃 ２４４ 〃 ― ２６５ ― ７７０ ２１５
９５ ― ― １７２ １３ ３８１ ２１ ２５１ ― ８４０ ― ３８６ ２７０ 〃 ― ３０ ５０ ７８６ ５４
９６ ― ― １８７ ４０ ４４４ ２１７ ２２５ ― １，１１４ ― １９９ ２９０ 〃 ― ５０ １７６ ７６５ ３４８
９７ ― ― １８４ ９５ ３１６ ７ ２２５ ６５ ８９３ ３９ 〃 ２００ 〃 ６００ ― ３ １，０９２ △１９８
９８ ― ― １６０ ９５ ５２０ ― ２２５ ７５ １，０７６ ４８ 〃 〃 〃 ― ― ― ４９７ ５７８
９９ ― ― １８３ ８７ ６８０ ― ２２５ ― １，１７７ ３９ 〃 ３３０ 〃 ― ― ― ６１８ ５５８

（出所）表１８―１と同じ．

表１８―１ 橋本家「隠居部」貸借対照表 （円）

翌年
３月末

資 産 負 債
計

土地 宅地建家 株券 貸付金 預ヶ金 （納戸預ヶ金） 現金高 預リ金 資本金

１８９０ １，３２７ ７９５ ２，１８４ ９８３ ５，７０８ （５，６５０） ― ２，３６０ ８，６３９ １０，９９９
９１ ７９４ ７１０ ２，２７９ ７９１ ６，４９３ （６，４３５） ― ２，１６０ ８，９０９ １１，０６９
９２ ６６２ 〃 ５，２０９ ７５２ ３，８２５ （３，７６７） １０６ 〃 ９，１０７ １１，２６７
９３ ５０１ 〃 〃 ７３１ ４，１３１ （３，９６７） ７ 〃 ９，１３０ １１，２９０
９４ ４０１ 〃 〃 ５８８ ４，６１０ （４，２０９） １１ 〃 ９，３７１ １１，５３１
９５ 〃 ６８７ ５，７０９ ６０３ ４，５２７ （４，０２６） １７ ２，０２０ ９，９２６ １１，９４６
９６ ２８９ 〃 ５，０８８ ３８４ ５，７６２ （５，６００） ８３ 〃 １０，２７４ １２，２９４
９７ 〃 ２３７ ６，９４３ ３７９ ４，１５５ （３，９９４） ９０ 〃 １０，０７５ １２，０９５
９８ ２８８ １３７ ７，２９３ ３６５ ４，４９９ （４，３３７） ９０ 〃 １０，６５４ １２，６７４
９９ ２５４ １２８ 〃 ３５５ ４，８７４ （４，７１３） ３２６ 〃 １１，２１２ １３，２３２

（出所）『隠居部出納簿』（自明治二十三年）．
注：「納戸預ヶ金」は「預ヶ金」の内数．
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はきわめて整った記帳が特徴的である。これらは，「隠居部」も「別方」と同様に，「納戸」の使

用人以外の，当主海鶴や隠居の静娯にもっと近い者が経理を担当していたことを窺わせる。

表１８によると，「損金」に時折「御上京費」が計上されるなど，静娯の臨時支出を賄ってお
そうらいけん

り，また「雑給」が恒常的に支出されていたのは，おそらく静娯の隠居先である別邸「爽籟軒」

において，この経理やその他の家事・雑事を担当していた使用人に対する給与と思われる。

資産は１８９０年代初頭から不動産・株式・貸付金などがあったが，不動産は，「土地流質元」

「宅地流質元」と記されており，貸金の質流れによる取得であった。９０年代を通じて，質流れ不

動産は処分して，扱いやすい株式に変換させていった。「負債」の「資本金」は差引純資産であ

り，１万円前後あった。

そして１９０１年度初頭に，「隠居部」も所属土地を「別方」へ移しただけでなく，「本業部」へ

も移動させた。『金銀受払帳』（明治三十四年）の「御隠居部」には，４月１日付で，木門田耕地

２反２畝・２６２円と尾道市宅地８畝余「建家トモ」１，６２２円を「本業ヘ売却代」として計上し，

山波村畑宅地３反２畝・１２２円と高須村田畑宅地６反６畝・３７３円を「別方へ売却」とあり（売

却代総計２，２７９円），「別方」を含めて木門田と尾道市宅地を「本業部」に移管した。

結局，１９００年度までは木ノ庄村木門田の土地は「別方」とともに「隠居部」にもあったし，

尾道市宅地は「本業部」「隠居部」「別方」の３会計に分散していた。それを１９０１年度初頭に，

尾道市宅地や，山波・高須以外の郡部土地は「本業部」に集約したのである。そして「隠居部」

の資産は，有価証券と納戸への預け金，および若干の他への貸金のみになった。この頃の「隠居

部」収支をみると（表１８―３），収入は１９０１年を境に小作料収入がなくなり，株配当金と利息の

みになっている。

ところで，前述のように，１８９９年「内政改革」によって塩田直営も廃止して全面小作化が決

定されたが，それはたんに塩田経営の利回り悪化というだけではなく，海鶴の役員としての銀行

業務が繁忙となったことも無関係とは思われない。さらに彼は１８９７年に貴族院多額納税者議員

となり，『海鶴堂日記』によると，毎年上京して１～２ヶ月程度は東京に滞在していたから，家業

も銀行役員業務も困難になってきたはずである。前述のように１８８０～９０年代の『海鶴堂日記』

には，県庁訪問だけでなく塩業関係の会合のために広島や竹原などにしばしば赴き，また塩田視

表１８―３ 橋本家「隠居部」収支 （円）

年度 期初
収 入 支 出

期末土地売
却代

家屋宅地
売却代

尾道
家賃

小作
料

株売
却代

貸附
入

株配
当金

利息 計
土地公
課入費

奥渡
金

寄付 計

１９００ ４，７１３ ８３ ２０５ １１１ ― ４０ ４６０ ― ８９８ ３４ ・・・ ・・・（５８３） ５，０２８
０１ ５，０２８ ６５７ １，６２２ ― ― １０ ３ ４５８ ８０８ ３，５５８ ― ４８５ ２００ ６８５ ７，９０１
０２ ７，９０１ ― ― ― ― ― ２１０ ４４８ ５０９ １，１６７ ― ４０１ １５０ ５５１ ８，５１８
０５ ７，３１６ ― ― ― ― ― ５ ５５７ ９８７ １，５４９ ― ５００ ― ５００ ８，３６５

（出所）『金銀受払帳』各年．
注：「期初」「期末」は納戸預ヶ金．収入の「貸附入」は貸金返済，「利息」は基本的に納戸預ヶ金の利子．
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察にも時間を割いている様子がみられる。１９００年前後頃にはそのような余裕はなくなり，この

ため家業はできるだけ簡素化，地所経営は小作化が求められた可能性がある。ただし海鶴が自ら

積極的に政治活動を選好したとも思われない。彼は，１８９２年には衆議院議員候補者を固辞して

いるし７３，貴族院議員も１期のみで終えている。引き受ければ真摯に務めるが，自ら政治活動に

突き進むタイプではなかった。銀行業務のほか，１８９３年設立の尾道商業会議所初代会頭にも選

任されるなど，経済人としての活動が多忙となっていたのである。

（４）１９２０年代～３０年代

前記のように１９２０年に「資本金」を復活させるなど，再び簿記の様式が変更された。海鶴

の嫡子龍一は，１９１７年に東京帝大法科大学を卒業し，２０年７月には尾道諸品会社監査役に就任

しているから，この改革は龍一主導によるものかもしれない。資産には「本宅及別荘」も計上さ

れるようになった。この別荘は，１９２０年度「貸借対照表」に「別荘新築費」とあるから，この

年に新築されたことは明らかであり，尾道久保町に現存する，同家の天保期頃以来の別邸「爽籟

軒」の建替と思われる７４。

表１９により，１９２０年代の「本業部」を含む「納戸」の資産額をみると，「預ヶ金」「所有土

地」はいずれも減少傾向を示し，「有価証券」が増加している。耕地所有のみならず尾道市街地

も価額としては若干減少し，その傾向は１９３０年代に入っても継続している。しかし表１０の宅地

面積の推移をみると，少なくとも１９２０年代はあまり減少していない。これは，売却面積は少な

いが，比較的高い買入価格の優良地所を小口で売却することが多かったためのようである。それ

でも，宅地（および塩田等）の価格上昇により，大きな不動産売却益を得た（後述）。いずれに

せよ，有価証券投資は漸増しているが，なお宅地地主の性格も強く維持している。

「納戸」の負債には，「資本金」とは別途，各種「積立金」を計上している。まず「消却積立

金」は不動産価格減価分のために設定したようである。というのは，同表「本宅及別荘」欄は，

出所の『金銀受払帳』では，１９２０年度末「別荘新築費」９３千円，２２年度末「新築別荘」８０千円

７３ 前掲，西向「明治期尾道豪商の人脈形成と企業家・名望家活動」５４７頁。
７４ この別邸以外に，近代に入って尾道の上層商家や実業家などの富裕層が市街地北側の山斜面に建設した

さ え ん

「茶園」と呼ばれる別荘を，同家もこの頃複数所有または借用していた。一つは，明治後期頃以降，久保町
に同家の「大茶園」があった。『借地台帳』（明治三十二年）には，天野嘉四郎から借り受けた土地建物に
ついて，「元家屋一戸ヲ借受ケ解崩シテ大

�

茶
�

園
�

西門ノ通路トナシタリ」とあり，『金銀受払帳』（大正九年）
にも「大茶園」関係の雑益が記録されている。もう一つは，千光寺道にあった。同じ『借地台帳』による
と，１８９７年８月に天寧寺から「千光寺下」の地を借地し，１９２１年２月には寺岡庄次郎（呉服商）へ地上物
件を売却して，土地は天寧寺に返しているが，これも茶園である。『金銀受払帳』（大正九年）に「千光寺
道茶園植木庭石売却代」が計上されているのは，この寺岡への売却のことを示している。さらに，前掲
『巨人新人』（１９２８年）の「橋本龍一氏」の項に，「累代住み馴れて来た久保町本通りの本宅［爽籟軒のこ
と―引用者］を，……大英断を以て分割貸家とし，一家は千光寺山の別荘に移住した」とあるから（４９１
頁），１９２１年に天寧寺に返地した後，再び千光寺道附近に茶園を借りたのであろう。
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であり，差の１３千円は「不動産価格消却」によるもので，当初この１３千円を負債の「消却積立

金」に計上しようとしているからである。「積立金」「保険積立金」は１９２１年７月から『金銀受

払帳』本体と毎月末「貸借対照表」に現れるが，『金銀受払帳』（大正十年）の勘定に７月２３日

付で「大正九年度末改メ」とあるだけで，その内実はよくわからない。しかし１９２３年３月に

「積立金」が前年より３千円増加したのは，「消却積立金」の一部を組み替えたためであり，最初

の「積立金」８２千円も何かの減価分と思われる。「保険積立金」は生命保険・火災保険の支出を

「借方」（資産）に計上したが，掛捨てになる可能性が大きいため，「貸方」に減価分を計上して

いるらしいことが，『金銀受払帳』（大正十二年）の各勘定の記載から推測される７５。いずれにし

ても，自家の経営をおそらく法人企業の会計制度を参考にしつつ種々工夫を試みており，このよ

うな資産家個人の資産管理のあり方は，非法人かつこの規模のものとしては，珍しいのではない

か。しかしさすがにこうした試みは労多くして効少なしと感じたのであろう，「積立金」の類は

１９３３年以降全廃した。もっとも前述のように，１９３３年までに所有地価額の評価替えに伴い，「資

本金」を３００万円に増加させたが，「所有土地」と「有価証券」では３００万円に届かないので，

「未払込資本金」も設定したのであろう。いずれ安定した資産を増やして，「払込」を行う予定

だったと思われる。

「別方」も，１９２０年代に土地所有を縮小させて有価証券を所有するようになった。『金銀受払

帳』によると，１９２２年１１月～２３年３月に「別方」所属の地所をかなり売却した。表１６の最左

欄「土地」額は１９２２年度に大幅に減少している。しかし表１０―１をみると，高須・山波両村の減

７５ 同家はかなり多額の生命保険に加入しており，たとえば１９２８年度「小払方」支出のうち２３千円が生命
保険料であった（『金銀受払帳』）。しかも外国生保たるカナダ・マニュファクチャラーズ生命保険会社とも
多額の契約していた（後掲表２０の注参照）。表２０の「配当利息」「雑益」には，生命保険配当金が含まれ
ており，保険加入の目的の一つはこの配当金だったようである。

表１９ 橋本家「納戸」の資産と負債（１９２１～３７年） （千円）

各年
３月末

資 産 負 債
当期
損益未払込

資本金 貸付金 預ヶ金
所有
土地

（市部）

所有
土地

（郡部）

六十六
銀行当
座

有価
証券

（公債）

有価
証券

（社債）

有価
証券

（株式）

本宅及
別荘 穀物 現在金 資本金 積立金 保険積

立金
消却積
立金 借入金 預リ金 別方 隠居部

１９２１ ― ４８ １００ ４３２ ７９ １３ ４７６ ９３ １０ ３ １，０００ ― ― ― ― ２２ ９７ １１２ △６３
２２ ― ４９ １０１ ４３１ ７９ １０ ４９７ ８０ １１ ２ 〃 ８２ ３ ― ― ２４ １０７ ３１ △８
２３ ― ４３ １１４ ４１５ ７３ ― ５８２ ８０ ８ ２ 〃 ８５ ７ １ ― ２５ １１４ １ ６５
２４ ― ４３ １２１ ３６３ ５７ ― ４８０ １１６ ９ ２ 〃 ８５ １０ １０ ― ２６ １ ４ △２９
２５ ― ４４ １２５ ３５６ ５２ ― ５２９ １１６ ９ ２ 〃 ８８ １４ １０ ３０ ２８ １３ ４ １０
２６ ― ５６ １０２ ３５７ ５２ ― ６０７ １１６ １１ ３ 〃 ８８ １４ １０ ４３ ３２ ３６ ４ １８
２７ ― ５５ １０３ ３４７ ５１ ― ６２０ １１６ １０ ０ 〃 ８８ １４ １０ ３０ ３４ ５１ ４ △３
２８ ― ６５ ５１ ３５２ ５７ ― ６２９ １１６ ８ ７ 〃 ５０ １４ １０ ３０ ４９ ６１ １０ ・・・
２９ ― ― ５２ ３５２ ５７ ― ６７０ １１６ ８ １ 〃 ５０ １４ １０ ８４ １５４ ５５ １９ △５１
３３ ４５０ ４ ５１ ２，３１７ ８８ △３７ ３１ ０ ４１５ ― ７ １ ３，０００ ― ― ― ５０ １１８ ５０ １９ ・・・
３４ 〃 ４ ５２ ２，３０７ ７７ △４１ ２４ ３６ ５０６ ― ２ １ 〃 ― ― ― １３３ ３１ ６８ １９ ３８
３５ 〃 ４ ５１ ２，３０７ ７６ △３５ ― ０ ６３０ ― ８ ０ 〃 ― ― ― １１０ １２０ ７９ １９ ３４
３６ 〃 ４ ５３ ２，３０１ ７６ △１８ ― 〃 ６０８ ― ０ ０ 〃 ― ― ― １００ ３７ ８９ １９ ・・・
３７ 〃 ４ ５５ ２，２８０ 〃 △３４ ― ― ６６８ ― ６ 〃 〃 ― ― ― ２３０ ３７ １０９ ２０ ・・・

（出所）『金銀受払帳』各年．
注：１）「預リ金」は敷金を含む．

２）１９２１年の「隠居部」は一時的に「別途繰越」８１千円が計上されたため増加している．１９２４年の「別方」が減少したのは，「奥渡シ」や有価証券買
入のため．

３）１９３６・３７年の「預ヶ金」は，「定期預金」「備南銀行」「芸備銀行」の計．両年とも，「定期預金」が５０千円．
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少面積はそれほど極端ではなく，２３年は前年より２町５反減少しただけである。これは，表１６

「土地」額が購入価格の累計であったのに対して，取得後大幅に時価が上昇し，その売却代金を

そのまま差し引いたためである７６。『金銀受払帳』「別方」の記載によると，この年度の高須・山

波両村の反当売却価格は，２２０～１，０００円であった。１９２３年度には「山波所有地悉皆売却」し

た７７。

そして１９２３年度末（２４年３月２９日）に「別方」は「本業部」より有価証券１０万８千円余を

買い入れ，高須・山波の土地のみでなくなった。そして同家の有価証券所有は「本業部」「別方」

「隠居部」さらに「奥直轄」と４会計に分散された。海鶴はこの有価証券移管直前の２月４日に，

病気につき広島合同貯蓄銀行取締役の辞任届を出している７８。しかし６月まで芸備銀行頭取の地

位にあり，８月死去した。この資産移管は海鶴の指示とすれば，亡くなる前に，龍一への資産継

承のために安全策を考えたのかもしれない。「別方」は「本業部」資産とは切り離した予備的な

性格の会計のように思われるからである。

「隠居部」も存続し，この頃の「隠居」とは，海鶴の妻ケイのことであろう。彼女は夫没後

１９４５年まで生きた。また「隠居部」は，明治期以来この時期にも，多額ではないものの東橋本

家との資金融通もあり，また『金銀受払帳』（明治三十七年）「隠居部」の項には前述のように

「東橋本奥様」との記載もあり，「隠居」というよりも当主夫人関係の予備的な会計になっている

７６ 表１６において，翌２３年度以降「土地」額が記録されなくなったのは，そのためかもしれない。すぐ述
べるように「本業部」では土地売却に際して売却益を算出しているが，「別方」ではそうしていないのであ
る。この点からも，「別方」の会計処理は，「本業部」を担当する「納戸」の使用人でない者が行っていた
ように思われる。

７７ 表１６の史料。
７８ 『戸籍営業ニ関スル願届』（明治三十年）所収。

表２０ 橋本家「納戸」収支（１９２０～１９３４年度）

年度 収 入

配当利息 貸金預金
利息 家賃地料 小作料 不動産

売買益
有価証券 穀物

売却益 雑益 計
売買益 償還益

１９２０ ２９，８９８ １２，３９４ ３３，９５８ ８，０１６ ２４９ ― ２０，０５６ ― ２，３８７ １０６，９５８
２１ ３０，６４０ ７，９６８ ３７，５０６ ８，００１ １，２８５ ― １７，２６１ ５７７ ４，０７０ １０７，３０９
２２ ３４，３７６ ７，７６０ ３６，６６６ ７，９９２ １０２，９７０ ― ― ５３２ ８５４ １９１，１４９
２３ ３５，５３５ ８，３３０ ３６，５９４ ８，５７０ ５６，００４ ― １，６９１ ― ４，２６８ １５０，９９３
２４ ３４，９３６ ８，４９９ ３５，７５３ ５，６２４ ６３，７５２ ― ２，０４６ ― １，０５１ １５１，６６０
２５ ３９，５１５ ７，３７９ ３８，５５４ ５，９２４ ５，１４０ １０，５２３ １６５ ― １，１８９ １０８，３８９
２６ ３５，６０７ １，１５４ ４４，６９３ ５，６８３ ８，３６０ ― １２５ ― １，３５４ ９６，９７６
２８ ３６，５７６ ４，４１４ ４８，８２４ ６，２４５ ― ― ８００ ― ２，１２７ ９８，９８６
３３ ３０，８３６ ２，０９５ ４６，０３８ ４，３８４ ９４１ １５，３０５ ９３６ １６９ ２８７ １００，９９１
３４ ４３，９５７ ２，５１０ ５０，５１６ ５，６３４ ４，９８７ ２２，０３３ ― ７３ ４２，５１２ １７２，２２２

（出所）『金銀受払帳』各年．
注：１）１９２７，２９～３２年は史料欠．

２）１９２１年の雑損は不動産価格償却．１９２８年の公課は相続税３３，７２２円など．１９３４年は以下の通り．雑益はカナダマニュ
万円など．

３）「収支差引」は筆者算出．
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ようである。

最後に，表２０によって「納戸」の収支をみると，有価証券投資増により「本業部」の「配当

利息」が伸び，貸付金縮小・土地売却により「貸金預金利息」「小作料」が減少しているが７９，

尾道市街地貸地貸家の「家賃地料」は，地価・家賃の上昇により増加している。また「別方」と

同様に過去に買い入れた不動産（とくに宅地・塩田）の売却によって多額の売却益を得た。支出

では，不動産の減少により「工事・営繕費」がとくに１９３０年代に激減した。使用人給料である

「配当賞与」がこれも３０年代に急減したのは，使用人を大幅に減らしたためとみられる。『金銀

受払帳』などの記帳を当主龍一自ら行うようになったのも，それと対応しているであろう。そし

て「差引収支」をみると，有価証券や不動産の価格償却を行ったうえであるが，赤字になってい

る年も少なくない。しかしそれは，前述のように，支出には家族の日常経費が含まれ，１９２０年

度は別荘新築費が，２８年度は相続税納付も大きく影響しているように，家計と未分離であった

ことにもよっている。それらを考慮すると，宅地価格上昇，公社債を中心とした有価証券所有に

より，安定した資産家として広島県有数の地位を維持したことはまちがいないであろう。

おわりに

以上の分析により，さしあたり判明した点を要約し，若干の展望を述べよう。

天保期に橋本竹下が種々の窮民救済事業を行ったことが地域社会で長く伝承されたように，近

代の橋本家は，近世以来の資産と名望を継承し続けた，いわば地方のオールド・マネー，一般的

な意味での名望家的資産家の典型であった。同家当主はその資産と名声を守り，次代に継承する

ことを自ら義務とし，他からも期待された。守成の精神が重視されたわけである。

７９ ただし１９３４年にも「塩田加地子」は若干あり，まだ塩田を所有していた。

（円）

支 出
収支差引工事・

営繕費 公課 利息払 配当
賞与 小払方 穀物

売却損
不動産
売買損

有価証券
雑費 雑損 計

売買損 価格償却
１０４，０８１ １４，８７０ ２，９０２ ２，０３０ ４４，７２３ １，３３９ ― ４０ ― ６０２ ― １７０，５８７ △６３，６３０
１０，７０４ ２１，００７ ３，１５３ ９，６００ ４３，７７８ ― ― ４８０ １２，１２５ １，０３４ １３，８９２ １１５，７７３ △８，４６４
２９，４２５ ２８，０４７ ６，４５０ １２，２７０ ３１，５５６ ― ― ― １２，５１０ ５，０９５ ― １２５，３５２ ６５，７９７
１３，７５２ ２５，９４１ ２，１３４ ２８，３１０ ６４，８１４ ― ８０２ ― ３７，５２５ ６，９０２ ― １８０，１８０ △２９，１８７
２０，０９５ ２７，０１２ １，４１７ ４，７６０ ４１，８７６ ― １２，０２７ ― ３３，３２５ ８３７ ― １４１，３４９ １０，３１１
２３，４０８ ２４，６９６ ３，０９６ ４，６４０ ３３，２７１ ― ２３２ １６６ １９０ ５７５ ― ９０，２７４ １８，１１６
２４，９７１ ２８，５７９ ６５５ ４，６４０ ４０，４９０ ― ― ― ― ７２４ ― １００，０５９ △３，０８３
２７，９４６ ６６，３３６ ７，７０１ ３，２００ ４３，３２２ １，５１０ ― ― ― ３８ ― １５０，０５３ △５１，０６７
５，３０８ ３３，３１７ １，２６０ ８８０ １３，４５１ ９４ ３，０２０ ３１６ １０ １５６ ４，６６４ ６２，４７６ ３８，５１５
５，６１３ ３７，７５４ １２，８４６ ９００ ５７，４６６ １１ ― ― ― ３７３ ２３，２５４ １３８，２１７ ３４，００５

ファクチャラーズ生命保険解約返戻金３９，８００円など．小払方には保険金・寄付金を含めた．雑損はカナダマニュ借返却２
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明治初期頃の当主静娯は，自家経営については番頭に依存し，一族各家の再建・再興という務

めを果たしたうえで，第六十六国立銀行の設立と運営に道をつけると，文人的生活を好んで早々

と隠居した。彼は広島県最初の国立銀行たる第六十六国立銀行の設立に関わり，初代頭取を務め

たために，近代的企業家のようにみえるが，尾道では近世後期以降，有力商人たちが同地の商業

活動を円滑にすべく金融機関を共同で設立していたのであり，この国立銀行設立もその延長線に

あった。静娯ほか有力出資者らは公益的な事業と認識していたはずである。

次代の海鶴も先代と似た文人であったが，静娯よりも自家経営を含めて事業に対して，より直

接的・積極的に向き合ったようである。早くからの銀行役員の経験を踏まえて，自家の経営管理

に意を払った。また海鶴は先代以上に銀行頭取を長期に務めた。その時期に自家経営は地主化・

レントナー化していったために，一見，気概のない保守的な地方資産家にすぎないようにみえる

し，またたんなる「手作り地主」から「寄生地主」へというシェーマ通りにすぎないようにみえ

るが，これも地域の有力銀行経営者ゆえに，銀行経営，預金者ひいては地域社会に影響が出かね

ない点を考慮した意図的な姿勢であった。近代日本では銀行経営者が他に事業経営を行い，銀行

を機関銀行化することが広く行われ，大きな問題が発生した。海鶴は，自家においてはリスクを

避けて積極的な事業展開を禁欲し，経営する銀行においても貸出を厳格にし，堅実経営を旨とし

たのである。このため，１９２７年金融恐慌時に，芸備銀行も一時激しい取付けにあったものの，

まもなく平穏を取り戻した８０。ここでは，海鶴のそうした姿勢が，銀行・預金者・地域社会を救

う一助になったことは明らかであり，自家の名望を維持することにつながった。

海鶴の次代龍一も，慎重さ，緻密さを受け継ぎ，几帳面な性格だったようであり，先代までと

異なって自ら自家の主要帳簿を記帳し，法人企業の会計制度を参考にした財務管理を行おうとし

ていた。

次に，近世期以来の同家の経営においては，番頭の役割が重要であったとされる。この点は，

角灰屋のみならず東橋本・西橋本においても，さらに分家を含めた橋本一族が主導した戦後の尾

道造酢株式会社においてさえ指摘されている。しかし番頭に依存するほど，エージェンシー・コ

ストが大きくなる。実際，幕末維新期に，西灰屋の質業を支配人に任せて失敗した経験もあっ

た。このようなリスクを軽減させることが，角灰屋経営を「別方」「隠居部」「奥直轄」など複数

会計制度にした背景にあったと思われる。そして静娯から海鶴，龍一の代へと移行するにつれ，

当主の経営への直接関与ないし経営管理が強くなったことも，エージェンシー・コストの削減と

いう点で，資産を守るためには必然的だったともいえよう。

ところで，とくに海鶴の代における同家は，その投資行動に着目すれば，谷本雅之が，地域の

ために投資を行うという名望家的地方資産家には当てはまらず，経営する銀行を除けば，寺西重

郎が，投資家の中で供給資金量という点で圧倒的であったというレントナー的投資家とみなすべ

８０ 広島銀行『創業百年史』２４５，２５７～２５８頁。
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きであろう８１。しかし地方有力銀行の経営，預金者，ひいては地域社会への影響に配慮して自己

抑制した点をみれば，それは名望家的行動ともいえるし，一般的な意味での名望家的地方資産家

といえるのではないか８２。そして橋本家当主の，銀行を公益的な事業，地域に対して公共性が求

められる存在，「社会の公器」という認識は，近世後期の問屋座会所・諸品会所などから戦後高

度成長期の広島銀行に至るまで，一貫していたようである８３。そのような意味で同家は名望家的

地方資産家であり，長期にわたって地方有力銀行のトップを務め続けた要因の重要な一つであっ

たであろう。むろんそうした銀行の貸出姿勢は，論理的には功罪両面があることになる。機関銀

行問題が大きな社会的問題になった時代に堅実な銀行経営を持続できたこととともに，慎重な貸

出は経済成長を抑制したかもしれない。ただしこの地域において，実際に有望な投資機会がどの

程度あり，慎重な貸出姿勢がどの程度負の面があったかは慎重な検討が必要である。

いずれにせよ，戦前日本において，銀行経営者のなかには，このようなタイプはかなり多かっ

たのではなかろうか。戦前日本の銀行の多くは機関銀行であり，それゆえに昭和金融恐慌などを

引き起こしたことが強調されてきた。しかし銀行倒産は社会的事件として注目されたがゆえに記

憶に残ったが，大半の銀行は昭和金融恐慌でも破綻しなかったのである。

８１ 寺西『戦前期日本の金融システム』（岩波書店，２０１１年）第３―６章。
８２ 要するに筆者は，谷本のように名望家的地方資産家を限定的に規定して，橋本家のような存在を名望家
的地方資産家ではない，ということにいささか抵抗を感じるわけである。

８３ 戦後高度成長期，橋本龍一頭取時代の広島銀行については，平山勉氏の御教示による。
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